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　【1】パーリ資料と漢訳資料が共通するもの

　《1》釈尊が竹林村で雨安居し、重い病に罹る。

　　　〔ヴェーサーリー・竹林村〕

<1-1>DN.016‘MahAparinibbAna-s.’（vol.Ⅱ　　p.098）：アンバパーリー女の林に止まっ
た後、釈尊が比丘衆と竹林村（BeluvagAmaka ①）に赴き、　そこで世尊は諸比丘に呼びか

けられた「諸比丘よ、ヴェーサーリー周辺で、……雨安居に入れ。私はここ竹林村で雨

安居に入ろう」と（tatra kho bhagavA bhikkhU Amantesi: ‘etha tumhe bhikkhave, 

samantA vesAliM ...... vassaM upetha, ahaM pana idhF eva beluvagAmake vassaM 

upagacchAmI’ti）。「かしこまりました」と、諸比丘は世尊に答えて、ヴェーサーリー

①の周辺で……雨安居に入った。　世尊もまたそこ竹林村で雨安居に入られた（‘evaM, 

bhante’ ti kho te bhikkhU bhagavato paTissutvA samantA vesAliM ...... vassaM 

upagacchiMsu. bhagavA pana tatthF eva beluvagAmake vassaM upagaJchi ①）。　それ

から雨安居に入られた世尊に病が生じた（atha kho bhagavato vassUpagatassa kharo 

AbAdho uppajji）。

<1-2>SN.047-009（vol.Ⅴ　　p.152）：同上。
<1-3>長阿含 002「遊行経」（大正01　p.014下）：爾時世尊於毘舍離、隨宜住已、告阿難

言。……與大衆侍從世尊、路由跋祇至彼竹林。……于時彼土穀貴飢饉、乞求難得。……

爾時世尊即從座起、詣於講堂就座而坐、告諸比丘。此土飢饉乞求難得。汝等宜各分部隨

①所知識、詣毘舍離及越祇國、於彼安居。可以無乏。　吾獨與阿難於此安居。所以然者。

①恐有短乏。是時諸比丘受教即行。佛與阿難獨留。於後　夏安居中、佛身疾生。

<1-4>MahAparinirvANasUtra（Ernst Waldschmidt, Rinsen Book Co. 1986, p.190）：釈尊
は阿難を伴ってヴリジ族の村落を経めぐって、竹林村に至り、竹林村の北のシンシャパー

樹林に住された（atha bhagavAn vRjiXu janapadeXu caryAM caran veNugrAmakam 

anuprApto veNugrAmake viharaty uttareNa grAmasya SiMSapAvane）。その時飢饉が起

こる。そこで世尊は諸比丘に呼びかけた。「……諸比丘よ……汝らはヴァイシャーリー

①の周辺のヴリジ族の村で雨安居に入れ。　私もここ竹林村で侍者比丘の阿難とともに雨

安居に入ろう」（tatra bhagavAn bhikXUn Amantrayate ....... eta yUyaM bhikXavo ...... 

vaiSAlIsamantakena vRjigrAmakeXu varXAm upagacchata. aham apy asminn eva 

veNugrAmake varXAM upagamiXyAmy Anandena bhikXuNopasthAyakena）。「かしこま

りました」と諸比丘は答えて……ヴァイシャーリーの周辺のヴリジ族の村で雨安居に入っ

た（evaM bhadanteti te bhikXavo bhagavataH pratiSrutya ...... vaiSAlIsamantakena 

vRjigrAmakeXu varXAM upagataH ①）。　世尊はそこ竹林村で侍者比丘の阿難とともに雨

安 居 に 入 っ た （ bhagavAn tatraiva veNugrAmake varXAm upagata Anandena 

bhikXuNopasthAyakena）。雨安居に入られた世尊に病が起こった（ tasya khalu 

varXopagatasyotpannaH khara AbAdhaH）。

<1-5>根本有部律「波羅市迦 004」（大正23　p.675上）：爾時薄伽梵、與五百漁人出家円

具已、従薜舎離詣竹林聚落北。有升摂波林依之而住。時逢飢饉乞食難得。……爾時世尊

告諸　 ①芻曰。……　汝等宜応各随親友得意之処、於薜舎離随近聚落而作安居。我與阿難
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陀於此林住。……爾時世尊未入涅槃安住於世、與諸弟子二時大集、一謂五月十五日欲安

居時、二謂八月十五日隨意了時。若前安居者受教勅已往詣城邑村坊聚落、而作安居、至

隨意了皆來集會。隨所證獲皆悉白知。其未證者請求證法。近薜舍離安居　芻、三月既滿

作衣已竟。顏色憔悴形容羸痩、執持衣鉢往竹林村、既至村已。時具壽阿難陀遥見諸　芻

……又問具壽仁等何處安居而得來至。答言。我於佛栗氏聚落三月安居、今來至此。阿難

陀曰。諸仁於彼安居三月之内、乞求飮食不勞苦耶。

<1-6>根本有部律「波逸底迦 008」（大正23　p.773下）：爾時佛在広厳城　猴池側高閣堂

中。時有五百漁人、於勝慧河辺結侶而住。……広説如前、第四波羅市迦。……爾時世尊

③在竹林聚落。時逢飢饉乞食難得。　奉世尊教随処安居、彼諸　芻倶往本村而作安居。…

…然佛住世與諸弟子二時大集。一謂五月十五日欲安居時。二謂八月十五日隨意了時。廣

説如前。乃至諸　芻三月既滿作衣已竟。顏色憔悴形容羸痩。執持衣鉢往竹林村。欲禮佛

足既至村已。時具壽阿難陀遥見諸　芻來……阿難陀曰。仁等於彼安居三月之内。乞求飮

食不勞苦耶。

※上記２資料<1-5><1-6>については、釈尊が病に罹る記事はない。

<1-7>根本有部律『雑事』（大正24　p.387上）：爾時世尊復爲菴沒羅女、隨機説法示教利

喜已、從座而去還至住處、告阿難陀曰。我今欲往竹林中。汝可告諸大衆。時阿難陀如佛

所教、即與大衆隨佛至竹林北住升攝波林。時屬飢儉乞求難得。佛告諸　芻。今時飢儉。

①汝等宜可求同意者、於薜舍離諸方聚落隨便安居。　我與阿難陀於此處住、若不如是求乞

難得。時諸　 ①芻聞佛教已、各依善友隨處安居。　唯阿難陀獨留侍佛、在於樹下而作安居。

佛於夏内身嬰病苦。

　《2》プンナ・マンターニプッタと舎利弗の問答、七伝駅車の喩。

　　　〔王舎城・竹林園〕

<2-1>MN.024‘RathavinIta-s.’（vol.Ⅰ　　p.145）：ある時、世尊は王舎城・竹林園にお
られた（ekaM samayaM bhagavA rAjagahe viharati veLuvane kalandakanivApe ⑦）。　

それから、衆多のその土地に生まれた諸比丘がその生地において雨安居を過ごし終わり、

世尊のもとに至った（ atha kho sambahulA jAtibhUmakA bhikkhU jAtibhUmiyaM 

vassaM vutthA yena bhagavA tenF upasaGkamiMsu）。釈尊が諸比丘にその生地におい

て誰が称誉されたかを尋ね、諸比丘はプンナ・マンターニプッタ（PuNNa MantAniputta）

であると答える。舎利弗は仏の傍らにいてそれを聞き、彼に会うことを望む。釈尊は王

舎城に住して後、舎衛城に向かう。釈尊が舎衛城に来られて、プンナ・マンターニプッ

タが釈尊に会いに行く。アンダ林でプンナ・マンターニプッタと舎利弗が会って問答し、

プンナ・マンターニプッタが七駅伝車の喩をもって説く。

<2-2>中阿含 009「七車経」（大正 01p.429 ①下）：我聞如是。　一時佛遊王舍城在竹林精

舍、與大比丘衆共受夏坐 ③。　尊者滿慈子、亦於生地受夏坐 ⑦。　是時生地諸比丘、受夏坐
訖過三月已、補治衣竟攝衣持鉢、從生地出向王舍城、展轉進前至王舍城、住王舍城竹林

精舍。是時生地諸比丘、詣世尊所。

<2-3>増一阿含 039-010（大正02p.733下）：聞如是。一時佛在羅閲城迦蘭陀竹園所、與

①大比丘衆五百人倶。滿願子亦將五百比丘遊本生處。　爾時世尊於羅閲城九十日夏坐已、
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漸漸在人間遊化、來至舍衞城中祇樹給孤獨園。

　《3》釈尊が諸比丘に一坐食（ekAsanabhojana）を食することを勧めるが、バッダー
リ比丘がそれに従わず、３ヶ月間、釈尊に対面しない。

　　　〔舎衛城・祇園精舎〕

<3-1>MN.065‘BhaddAli-s.’（vol.Ⅰ　　p.437）：ある時、世尊は舎衛城・祇園精舎におら
れた（ ekaM samayaM bhagavA sAvatthiyaM viharati jetavane anAthapiNDikassa 

ArAme）。釈尊が諸比丘に一坐食を食するよう勧めるが、バッダーリ（BhaddAli）比丘が

⑧それに従わない。　それからバッダーリ長老はまるまる３ヶ月間、釈尊に対面しなかっ

た（atha kho AyasmA bhaddAli sabban taM temAsaM na bhagavato sammukhIbhAvaM 

adAsi ④）。　その時、諸比丘が、〔雨安居の〕３ヶ月が過ぎて衣ができあがれば、世尊は

遊行に出られるのだといって、世尊のために作衣を行った。（tena kho pana samayena 

sambahulA bhikkhU bhagavato cIvarakammaM karonti: niTThitacIvaro bhagavA 

temAsaccayena cArikaM pakkamissatI ti）。バッダーリは他の比丘の勧めで釈尊に謝罪

し許される。

<3-2>中阿含 194「跋陀和利経」（大正01　p.746 ①中）：我聞如是。　一時佛遊舍衞國、在

勝林給孤獨園、與大比丘衆倶而受夏坐。爾時世尊告諸比丘。我一坐食……於是尊者跋陀

④和利遂藏一夏不見世尊。……　時諸比丘爲佛作衣 ①、　世尊於舍衛國受夏坐訖、過三月已、
補治衣竟、攝衣持鉢、當遊人間。

<3-3>増一阿含049-007（大正02　p.800中）：聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾

時世尊告諸比丘、我恒一坐而食。……爾時跋提婆羅白世尊言。我不堪任而一食。……

（カールダーインが妊婦を流産させる）（1）……（p.801 ⑧中）　爾時跋提波羅、及經三月

不至世尊所。爾時阿難臨三月、初至跋提婆羅比丘所 ④、而告之曰。　今諸衆僧皆補納衣裳、

如是如來當人間遊行。今不往者後悔無益。是時阿難將跋提婆羅、至世尊所頭面禮足、並

復白佛言。唯然世尊、聽我懺悔。

（1）迦留陀夷（カールダーイン）が日が暮れて暗くなってから長者の家に乞食に行って、長者の婦

を驚かせ流産させる記事が挿入されている。釈尊は優陀夷（＝迦留陀夷）を呵責し、阿難に言っ

て比丘を集めさせ、ウパーリの願いによって「一坐而食」の制を制定して非時食を戒め、迦葉

比丘のように頭陀十一法を行うことと、面王（モーガラージャ）比丘のような質素な装いを勧

める。カールダーインが妊婦を流産させる話は他にMN.066‘LaTukikopama-s.’（vol.Ⅰ　　
p.447）、中阿含 192「加樓烏陀夷経」（大正 01　p.740 下）、四分律「単堤 037」（大正

22　p.662 中）、五分律「堕 038」（大正 22　p.054 上）にあるが、そこでは雨安居に言及

なし。

<3-4>僧祇律「単提 036、037」（大正 22　p.359中）：佛住舍衞城。廣説如上。爾時佛告

⑧諸比丘。如來以一食故。身體輕便……爾時諸弟子、盡受世尊教。唯除跋陀利。　跋陀利

慚愧故、三月不到佛所。如跋陀利線經中廣説

復次佛住舍衞城。爾時諸比丘非時乞食。爲世人所譏……此中亦應如優陀夷線經中廣説。

〔参考〕

☆『大荘厳論経』（大正 04　p.305 中）：我昔曾聞、尊者黒迦留陀夷、爲食因縁故、佛爲制戒。……

佛集比丘僧。讃一食法。乃至欲制一食戒法。時比丘僧咸各默然。猶如大海寂默無聲。時諸僧中有一
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比丘名婆多梨。白佛言。世尊。莫制是戒。我不能持。

　《4》釈尊が外道サクルダーイと問答する。

〔王舎城・竹林園〕

<4-1>MN.077‘MahAsakuludAyisutta’（vol.Ⅱ　　p.001）：ある時、世尊は王舎城・竹林
精舎におられた（ekaM samayaM bhagavA rAjagahe viharati veLuvane kalandaka- 

nivApe）。その時、アヌガーラ、ヴァラダラ、サクルダーイ等の大勢の遊行者が孔雀林

異学園（MoranivApa paribbAjakArAma）に住していた。釈尊が乞食のために王舎城に入

る前に孔雀林異学園へ向かう。遊行者サクルダーイが仲間と共に大声を挙げて雑談して

いたが、釈尊の姿を見ると沈黙する。彼らは、六師外道が多くの人に尊ばれてもその弟

子に離反されるのに対して、釈尊は弟子に尊ばれていることを述べる。釈尊はその理由

として、最上戒蘊の成就、自證自知、最上慧蘊の成就、四諦を説くこと、四念処などの

五法を説くことを挙げる。

サクルダーイの語る言葉の中に「先日、種々の外道、沙門、バラモンが論議堂にともに

坐り、集まっていた時に、このような暫しの談話が生じました。『アンガ人とマガダ人

は利得を得た。ここに、これらの沙門、バラモン、僧伽の主、ガナの主、ガナの師、有

名な名声あり、大勢の人々に敬われる教祖が王舎城で雨安居に入るために到来した

（yatthF ime samaNabrAhmaNA saMghino gaNino gaNAcariyA JAtA yasassino titthakarA 

sAdhusammatA bahujanassa rAjagahaM vassAvAsaM osaTA）。プーラナ・カッサパも…

①…ニガンタ・ナータプッタも……　僧伽の主、ガナの主、ガナの師、有名で名声あり、

多くの人々に敬われる教祖である沙門ゴータマも王舎城で雨安居に入るために到来した』

（ayam pi kho samaNo gotamo saMghI cF eva gaNI ca gaNAcariyo ca JAto yasassI 

titthakaro sAdhusammato bahujanassa, so pi rAjagahaM vassAvAsaM osaTo）」とある。

<4-2>中阿含 207「箭毛経」（大正01　p.781 ①中）：我聞如是。　一時佛遊王舍城、在竹林

伽蘭　園、與大比丘衆倶、千二百五十人而受夏坐。……我等與拘薩羅國衆多梵志、悉共

集坐拘薩羅學堂説如是論。鴦伽摩竭陀國人有大善利。鴦伽摩竭陀國人得大善利。如此大

①福田衆在王舍城共受夏坐。謂不蘭迦葉……　此沙門瞿曇名徳宗主、衆人所師有大名譽、

衆所敬重領大比丘衆、千二百五十人之所尊也。亦在此王舍城共受夏坐。

　《5》ブラフマーユの弟子ウッタラが、ヴィデーハ国におられた釈尊に７ヶ月（漢

訳では夏四月）付き従う。

　　　〔ヴィデーハ〕

<5-1>MN.091.‘BrahmAyu-s.’（vol.Ⅱ　　p.133）：ある時、世尊は500人の大比丘僧伽と
ともにヴィデーハを遊行されていた。（ekaM samayaM bhagavA videhesu cArikaM 

carati mahatA bhikkhusaMghena saddhiM paJcamattehi bhikkhusatehi）。ミティラー

にいた120歳のブラフマーユが釈尊の32相を確かめさせるために弟子のウッタラを派遣

⑧する。ウッタラはヴィデーハ国に赴く。　それからウッタラ年少バラモンは７ヶ月間、

釈尊に影のように付き従った（atha kho uttaro mANavo satta mAsAni bhagavantaM 

anubandhi chAyA va anapAyinI）。それからウッタラ年少バラモンは７ヶ月後にヴィデー
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ハのミティラーに出発する（atha kho uttaro mANavo sattAnaM mAsAnaM accayena 

videhesu yena mithilA tena cArikaM pakkAmi）。ウッタラはミティラーに帰ってブラ

フマーユに報告する。釈尊がミティラーに来られマカーデーヴァ・アンバ林に滞在され

た時に、ブラフマーユが優婆塞になる。ブラフマーユの死。

<5-2>中阿含 161「梵摩経」巻一（大正01　p.685上）：我聞如是。一時佛遊　陀提國、與

大比丘衆倶。……（p.686上）優多羅摩納復作是念。我寧可極觀威儀禮節及觀遊行所趣。

①　於是優多羅摩納尋隨佛行、於夏四月觀威儀禮節、及觀遊行所趣。優多羅摩納過夏四月、
悦可世尊威儀禮節及觀遊行所趣。

　《6》ダーナンジャーニが死んで梵天界に生まれる。

　　　〔王舎城・竹林園〕

<6-1>MN.097‘DhAnaJjAni-s.’（vol.Ⅱ　　p.184）：ある時、世尊は王舎城・竹林園にお
られた（ekaM samayaM bhagavA rAjagahe viharati veLuvane kalandakanivApe）。舎

①利弗は大比丘衆とともにダッキナーギリを遊行していた。　それから王舎城で雨安居を

過ごしたある比丘がやって来て舎利弗に近づいた（atha kho aJJataro bhikkhu 

rAjagahe vassaM vuTTho yena dakkhiNAgirI yenF AyasmA sAriputto tenF upasaMkami）。

舎利弗はその比丘に「友よ、世尊は無病、壮健でおられますか」（kaccF,Avuso, bhagavA 

arogo ca balavA ca）と言って、釈尊と比丘僧伽とタンドゥラパーラドヴァーラー

（TaNDulapAladvArA）のダーナンジャーニ・バラモンの息災を尋ね、ダーナンジャーニ

が放逸であると聞き、竹林園に戻って彼を諌める。後日、彼が病気に罹って危篤となり、

舎利弗は彼を見舞った際に、梵天との共住に至る道として四無量心を説き、その場を去

る。彼は舎利弗が去って間もなく命終する。舎利弗が釈尊のもとを訪れると、釈尊はダー

ナンジャーニには更になすべきことがあったにもかかわらず、どうして梵天界に共住せ

しめただけで去ったのかと問われる。舎利弗はバラモンたちが梵天界に執着するからで

あるとのみ答える。

<6-2>中阿含 027「梵志陀然経」（大正 01p.456 ①上）：我聞如是。　一時佛遊王舍城在竹

林加蘭　園、與大比丘衆倶、共受夏坐 ③。　爾時尊者舍梨子在舍衛國亦受夏坐。是時有一
比丘、於王舍城受夏坐訖。過三月已補治衣竟、攝衣持鉢從王舍城往舍衛國、住勝林給孤

獨園。彼一比丘往詣尊者舍梨子所、稽首禮足却坐一面。尊者舍梨子問曰。賢者。從何處

來於何夏坐。彼一比丘答曰。尊者舍梨子、我從王舍城來在王舍城受夏坐。復問。賢者。

①　世尊在王舍城受夏坐。聖體康強安快無病、起居輕便氣力如常耶。

　《7》釈尊が舎衛城・東園鹿子母講堂で自恣の日に諸比丘に数息観などを説く。

　　　〔舎衛城・東園鹿子母講堂：祇園精舎〕

<7-1>MN.118‘AnApAnasati-s.’（vol.Ⅲ　　p.078）：ある時、世尊は舎衛城の東園鹿子母
講 堂 に （ ekaM samayaM bhagavA sAvatthiyaM viharati pubbArAme 

migAramAtupAsAde）、衆多のとても有名な諸の長老・声聞とともにおられた。……その

時、長老比丘らが新参の諸比丘を教誡し、新参の諸比丘は以前よりも勝れた境地を知る。

その時、世尊は布薩の日、第15 ②日、　自恣の日の、満期の日、満月の日の夜に、比丘僧
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伽に囲まれて露天に坐っておられた（ tena kho pana samayena bhagavA tadahu 

Fposathe pannarase pavAraNAya puNNAya puNNamAya rattiyA bhikkhusaMghaparivuto 

abbhokAse nisinno hoti）。それから釈尊は諸比丘の進歩の仕方に満足され、諸比丘がさ

⑪らに一層修行に励むよう「　ここ舎衛城で、私はコームディーを迎えよう」（idhF 

evAhaM sAvatthiyaM komudiM cAtumAsiniM AgamessAmi）と述べられ、舎衛城に留ま

られる。

田舎の諸比丘が「世尊がそこ舎衛城でコームディーを迎えるそうだ」（bhagavA kira 

tatthF eva sAvatthiyaM komudiM cAtumAsiniM Agamessati ⑦）と聞き、　釈尊に見える

ために舎衛城を訪れる。長老比丘らは一層新参の諸比丘を教誡し、新参の諸比丘は以前

よりも勝れた境地を知る。

その時、世尊は布薩の日、第 15 ⑪日、　コームディー、４ヶ月の満期の日、満月の日の

夜に、比丘僧伽に囲まれて露天に坐っておられた（tena kho pana samayena bhagavA 

tadahuposathe pannarase komudiyA cAtumAsiniyA puNNAya puNNamAya rattiyA 

bhikkhusaGghaparivuto abbhokAse nisinno hoti）。

それから世尊は沈黙している比丘僧伽を見やり、諸比丘に説かれた（atha kho 

bhagavA tuNhIbhUtaM tuNhIbhUtaM bhikkhusaMghaM anuviloketvA bhikkhU 

Amantesi）。「諸比丘よ、この会衆は無駄口をきかず、清らかで、核心に定住している

（apalApA FyaM, bhikkhave, parisA, nippalApA FyaM, bhikkhave, parisA, suddhA sAre 

patiTThitA）。諸比丘よ、このような比丘僧伽、このような会衆は、供食されるべき、饗

応されるべき、供養されるべき、合掌されるべきであり、世に無上の福田である。……

これに続いて釈尊が数息観（AnApAnasati）を説かれる。

<7-2>雑阿含 815（大正02　p.209 ①中）：如是我聞。　一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園、夏安

居 ③。　爾時衆多上座聲聞、於世尊左右樹下窟中安居。……爾時世尊、十五日布薩時、於
大衆前敷座而坐。爾時世尊、観察諸比丘已、告比丘。善哉善哉、我今喜諸比丘行諸正事。

⑪是故比丘、当勤精進。於此舎衛国、　満迦低月 ①。　諸処人間比丘、聞世尊於舎衛国安居。
⑪　満迦低月満已、作衣竟持衣鉢、於舎衛国人間遊行、漸至舎衛国、挙衣鉢洗足已、詣世
尊所。

釈尊が舎衛城・祇園精舎で雨安居された時、衆多の上座・声聞は周辺の樹下、窟中で雨

安居した。衆多の年少比丘が釈尊のところに来て説法を聞く。年少比丘らは上座のもと

に行き、上座は彼らを摂受する。ある上座は一人で一人の年少比丘を、ある上座は一人

で二三多人を、一人で60人を摂受する上座まであった。釈尊は15日の布薩時に諸比丘

を観察し、諸比丘の行ないが正しいことを誉め、迦低月が満了するまで舎衛国で精進す

るよう指示する。

諸処人間比丘は釈尊が舎衛国で安居されたことを聞き、迦低月の満了に作衣を終えて、

舎衛国において人間を遊行し、舎衛国に至って釈尊に会う。釈尊は人間比丘のために法

を説く。人間比丘らは上座のもとに行って、上座は彼らを受けて教誡教授した。……一

人で60人の人間比丘を教誡教授する上座まであった。釈尊は15日の布薩時に諸比丘を

観察されて誉め、「過去の諸仏の時も、現在のように諸比丘が正事を行じていたし、未

来もまたそうであろう。安那般那念を修するように」と説かれる。
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＊２回の布薩が言及されている。人間比丘は迦低月が過ぎてから遊行に出たことになる。

〔参考〕

○AN.004-019-190（vol.Ⅱ　　p.183）：ある時、世尊は舎衛城・東園鹿子母講堂におられた（ekaM 

samayaM bhagavA sAvatthiyaM viharati pubbArAme migAramAtupAsAde）。その時、世尊は布薩

の日に、比丘僧伽に囲まれて坐っておられた（tena kho pana samayena bhagavA tadahuposathe 

bhikkhusaGgha-parivuto nisinno hoti）それから世尊は沈黙している比丘僧伽を見やり、諸比丘に

説 か れ た （ atha kho bhagavA tuNhIbhUtaM tuNhIbhUtaM bhikkhusaGghaM anuviloketvA 

bhikkhU Amantesi）。「諸比丘よ、この会衆は無駄口をきかず、清らかで、真髄に定住している

（apalApA FyaM, bhikkhave, parisA nippalApA FyaM, bhikkhave, parisA suddhA sAre patiTThitA）。

＊この経は一部MN.118 に一致するが、それに続く教説は異なる。
○◎『治意経』（大正 01　p.919）：佛言。安般守意具行如法已、欲次第學。如如佛説爲在天下得明

如陰解。

　《8》作衣時に仕事をしないでじっとしていた新参の比丘を、釈尊がすでに阿羅漢

果を得ていると称える

　　　〔舎衛城（・祇園精舎）〕

<8-1>SN.021-004（vol.Ⅱ　　p.277）：〔釈尊は〕舎衛城におられた（sAvatthiyaM vi- 

harati）。その時、ある新参の比丘が食後に乞食からもどって、精舎に入り、無関心に、

④沈黙してじっとしており、　作衣時に諸比丘の営みを為さなかった（tena kho pana 

samayena aJJataro navo bhikkhu pacchAbhattam piNDapAtapaTikkanto vihAram 

pavisitvA appossukko tuNhIbhUto saGkasAyati, na bhikkhUnaM veyyAvaccaM karoti 

cIvarakArasamaye）。諸比丘がこれを釈尊に報告にし、釈尊はその新参の比丘を呼びよ

せて、手伝わない理由を問われる。彼は「自分の為すべきことを為していた」と答え、

釈尊は彼の心を知って、「彼に過失はない。彼はすでに阿羅漢を得ている」と説いて偈

を唱えられる。

<8-2>雑阿含 1070（大正 02　p.277下）：如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有

④衆多比丘集供養堂悉共作衣。時有一年少比丘、出家未久初入法律、　不欲營助諸比丘作

衣。

<8-3>別訳雑阿含 009（大正02　p.376 ④上）：如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。　

當于爾時、有衆多比丘集講堂中、各作衣服。時有一年少比丘、出家未久新受具戒在僧中

坐、不作僧衣。時諸比丘作衣已訖、往至佛所。時衆多比丘詣世尊所。

　《9》釈尊がカーラケーマカ精舎とガターヤの精舎に行って、作衣を行っていた阿

難のために空について説く。

　　　〔カピラ城・ニグローダ園〕

<9-1>MN.122‘MahAsuJJata-s.’（vol.Ⅲ　　p.109）：ある時、世尊は釈迦国・カピラ城・
ニグロ ーダ園におられた（ ekaM samayaM bhagavA sakkesu viharati kapila- 

vatthusmiM nigrodhArAme）。釈尊が乞食を終えて食後に釈迦族のカーラケーマカ

（KALakhemaka ④）の精舎に行かれる。そこにはたくさんの臥坐具が用意されていた。　

その時、阿難長老は多くの比丘とともに釈迦族のガターヤ（GhaTAya）の精舎で作衣を
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行 っていた（ tena kho pana samayena AyasmA Anando sambahulehi bhikkhUhi 

saddhiM ghaTAya-sakkassa vihAre cIvarakammaM karoti）。その時、夕方に世尊は独

坐から立たれてガターヤの精舎に行って阿難に「カーラケーマカの精舎には大勢の比丘

が住しているのか」と尋ねられる。阿難は「多くの比丘がカーラケーマカ精舎に住して

④います。　大徳よ、私たちは今作衣時なのです（cIvarakArasamayo no, bhante, vattati）」

と答える。釈尊は比丘が集団生活を喜んではならないと説いた上で、遠離独住の功徳と

空について説く。

<9-2>中阿含 191「大空経」（大正01　p.738上）：我聞如是。一時佛遊釋中迦維羅衞、在

尼拘類園。…… ④彼時世尊從加羅差摩釋精舍出、往詣加羅釋精舍。　爾時尊者阿難與衆多

比丘、在加羅釋精舍中集作衣業。

＊MN.121‘CULasuJJata-s.’（vol.Ⅲ　　p.104）、『中阿含経』190「小空経」（大正 01　p.736
下）では、舎衛国・東園鹿子母講堂において、阿難が「かつて釈尊が釈迦族のナガラカ

（Nagaraka）村（漢訳「釈都村」）で空について説かれた」と述べている。

　《10》釈尊がコーサンビー（または舎衛城）からパーリレッヤカに赴く。

　　　〔パーリレッヤカ〕

※この部分については本「モノグラフ」第６号【論文５】【3】-［8］を参照されたい。

<10-1>SN.022-081（vol.Ⅲ　　p.094）：ある時世尊はコーサンビーのゴーシタ園におられ
た（ekaM samayaM bhagavA kosambiyaM viharati ghositArAme）。釈尊は午前中に衣

を着けて鉢と衣をもってコーサンビーに乞食に入った（ atha kho bhagavA 

pubbaNhasamayaM nivAsetvA pattacIvaram AdAya kosambim piNDAya pAvIsi）。乞食

のためにコーサンビーを歩き、食後に乞食から還られて後、自ら臥坐具を片づけられ、

鉢と衣をもって侍者に呼びかけず、僧伽に許可を受けず、独りで伴もなく遊行に出発さ

れ た （ kosambiyam piNDAya caritvA pacchAbhattaM piNDapAtapatikkanto sAmaM 

senAsanaM saMsAvetvA pattacIvaram AdAya anAmantetvA upaTThAke anapaloketvA 

bhikkhusaGghaM eko adutiyo cArikaM pakkAmi）。ある比丘が阿難のところに来て、

釈尊が独りで出て行かれたことを告げる。阿難は「そういう時には誰もついていっては

ならない」と注意する。それから世尊は次第に遊行しつつパーリレッヤカに至られた。

そこで世尊はパーリレッヤカのバッダサーラ樹下に住された（atha kho bhagavA 

anupubbena cArikaM caramAno yena pAlileyyakaM tad avasari. tatra sudam bhagavA 

pAlileyyake viharati bhaddasAlamUle）。その時、多くの比丘（sambahulA bhikkhU）（1）

⑬が阿難のところに来て　「友、阿難よ、我々は久しく世尊に相対して法話をお聞きして

いない。友、阿難よ、我々は世尊に相対して法話をお聞きしたい（cirassaM sutA kho no 

Avuso Ananda, bhagavato sammukhA dhammI kathA, icchAma mayaM, Avuso Ananda 

bhagavato sammukhA dhammiM kathaM sotuM）」と言うので、阿難は皆とともにパー

リレッヤカに赴いて、釈尊より説法を聞いた。

（1）「多くの比丘」とは SAratthappakAsiNI（vol.Ⅱ　　p.305）によれば、「如来がそこに滞在して
いる間に処々で雨安居を過ごし終わった 500 人の諸比丘」（tathAgate tattha viharante 

paJcasatA disAsu vassaM vutthA bhikkhU）である。

<10-2>雑阿含 057（大正 02　p.013下）：如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時
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世尊著衣持鉢、入舍衞城乞食、還持衣鉢、不語衆、不告侍者、獨一無二、於西方國土人

間遊行。時安陀林中有一比丘、遥見世尊。……見已進詣尊者阿難所、白阿難言。……爾

時阿難語彼比丘。若使世尊。……獨一無二、而出遊行、不應隨從……爾時世尊。遊行北

至半闍國波陀聚落、於人所守護林中、住一跋陀薩羅樹下。時有衆多比丘、詣阿難所、語

⑬阿難言……　尊者知、我等不見世尊已久。若不憚勞者、可共往詣世尊、哀愍故。阿難知

時。默然而許。

<10-3>僧祇律「単提 041」（大正22　p.363中）：爾時世尊、厭世供養、還向舍衞城、到

時著入聚落衣、持鉢入舍衞城、次行乞食、食已彷　經行。自收床褥、不語衆僧及侍者、

佛獨遊行　薩羅國。爾時諸比丘往阿難所、語阿難言。長老、世尊食後彷　經行已。……

阿難答言。長老、若如來應供正遍知食後彷　經行。……諸比丘不應隨從。爾時世尊從　

⑧薩羅國、遊行到波利耶娑羅林賢樹下住。時五百群象遊行。　象王……即便請佛、三月供

養。佛知象王意。即受其請。……爾時五百比丘三月不見佛故、往詣尊者阿難所白言。長

老、我等久不見佛。又不聞法。我等今欲往禮覲世尊。聽受法教。

　＊コーサンビーからではなく舍衛城からパーリレッヤカに向かう点が異なっている。

〔参考〕

○UdAna 004-005（p.041）：釈尊がコーサンビー・ゴーシタ園におられた時、比丘・比丘尼・優婆

塞・優婆夷・王・大臣・外道とその信者に煩わされて独りになりたいと思い、侍者にも告げずにパー

リレッヤカに赴き、バッダサーラ樹下に住される。そこで象の供養を受け、偈を説く。

○Vinaya‘Kosambakkhandhaka’（vol.Ⅰ　　p.337）：釈尊がコーサンビーのゴーシタ園におられた
時、ある比丘の行ないについて、それが罪であるか否かをめぐってそこの比丘僧伽に破僧が起こる。

釈尊は長寿王の物語によって忍辱を説いて調停を試みるが、比丘らはそれを聞かない。釈尊はバー

ラカローナカーラガーマ（BAlakaloNakAragAma）にてバグ（Bhagu）比丘に会い、それから、パー
チーナヴァンサダーヤ（PAcInavaMsadAya）にて阿那律、ナンディヤ（Nandiya）、キンビラ

（Kimbila）の３人に会う。それから、パーリレッヤカ（PArileyyaka）のラッキタヴァナサンダ

（RakkhitavanasaNDa）のバッダサーラ（BhaddasAla）樹下に住して、他の諸象に悩まされた象の

奉仕を受ける。その後、釈尊が舎衛城の祇園精舎にいる時に、事を知ったコーサンビーの人々が比

丘への供養を止めてしまい、反省したコーサンビーの比丘らが舎衛城にやってくる。舎利弗、目連、

大迦葉、マハーカッチャーナ、マハーコッティタ、マハーカッピナ、マハーチュンダ、阿那律、レー

ヴァタ、ウパーリ、阿難、ラーフラ、マハーパジャーパティー・ゴータミー、給孤独、ヴィサーカー・

ミガーラマーターが、釈尊にコーサンビーの比丘衆にどのように接したらいいかを尋ね、ウパーリ

は非法の僧伽和合と如法の僧伽和合について質問する。

○中阿含 072「長寿王本起経」（大正 01　p.532 下）：釈尊が拘舎彌・瞿師羅園におられた時、拘舎

彌の諸比丘が共に争ったので、とどめるために長寿王の物語を説く。それから釈尊は婆羅樓羅村

（ BAlakaloNakAragAma） に 赴 いて 尊者婆咎釋家子（ Bhagu） に 説法 した 後、 護 寺 林
（RakkhitavanasaNDa）に赴いて一樹下に坐して象の供養を受ける。護寺林から般那蔓闍寺林

（PAcInavaMsadAya）に行って阿那律陀、難提、金毘羅に説法する。　

○MN.128‘Upakkilesa-s.’（vol.Ⅲ　　p.152）：釈尊がコーサンビーのゴーシタ園におられた時、コー
サンビーの諸比丘が争う。釈尊が調停しようとしたが争う比丘らはきかない。釈尊はコーサンビー

に乞食に出て帰られると食後に偈を述べてからバーラカローナカーラ村に赴かれて、そこでバグに

会い安否を尋ねて説法される。それからパーチーナヴァンサダーヤに赴く。そこには阿那律、ナン

ディヤ、キンビラが住していて、守園者が釈尊の来るのを見て「３人の邪魔をするな」と言って入

れまいとするが、阿那律が彼にそれが釈尊であることを告げ、ナンディヤとキンビラを呼んで釈尊

を迎える。釈尊は３人の暮らしぶりを尋ねられ、阿那律らはそれに答える。釈尊の説法。
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＊ただしパーリレッヤカに赴く記事はない。

○四分律「拘　弥　度」（大正22　p.879 中）：爾時世尊在拘　弥。時有比丘犯戒。是中或有言犯戒。

或有言不犯。……（p.880 中）爾時世尊語彼比丘已此夜過明旦著衣持鉢。入拘　彌乞食已還至僧伽

藍中。以此因縁集比丘僧告言。乃往過去世。有伽奢国王梵施拘薩羅王長生。……（p.882 下）爾時

世尊。以拘　彌比丘闘諍共相誹謗罵詈衆僧悩乱。世尊不喜。不語衆僧及供養人。自挙臥具着本処。

執持衣鉢以神足力。従拘　彌還舎衛国。

釈尊がコーサンビー（拘　弥）におられた時、ある比丘の行ないについて、それが犯戒であるか

不犯であるかをめぐってそこの比丘衆に破僧が起こった。釈尊は長生王の物語によって忍辱を説い

て調停を試みるが、比丘らはそれを聞かなかった。釈尊はコーサンビーより舎衛城に還った。それ

を知って人々はコーサンビーの比丘らに供養しなかった。そこで彼らは釈尊の後を追って舎衛城に

来た。舎利弗、摩訶波闍波提、阿難　　（給孤独）、毘舎　無夷羅母が、釈尊に彼らに対する処遇

を尋ねた。ウパーリは非法の僧伽和合と如法の僧伽和合について質問した。

＊ただしパーリレッヤカに赴く記事はない。

○五分律「羯磨法下」（大正22　p.158 下）：佛在拘舍彌城。爾時有一比丘犯戒。不知所犯語諸比丘。

諸比丘或謂有犯或謂無犯。……（p.159 上）佛三止之。諸比丘答亦如初。佛復告諸比丘。乃往過世

拘薩羅有王名曰長壽。……（p.160 上）世尊説此偈已。即以神力飛到波羅聚落。在跋陀婆羅樹下。

無諸翼從。時彼有一大象。……漸向跋陀婆羅林見佛歡喜。爲佛取水除左右草。……（p.160 中）佛

説偈已。從跋陀婆羅林之舍衞城住祇　精舍。

釈尊がコーサンビー（拘舎弥）城におられた時、ある比丘の行ないについてそれが有犯であるか

無犯であるかをめぐってそこの比丘衆に破僧が起こった。釈尊は長寿王の物語によって忍辱を説い

て調停を試みるが、比丘らはそれを聞かなかった。釈尊は神力で飛んで波羅聚落（PArileyyaka? 

BAlakaloNakAragAma?）に至り、跋陀婆羅（BhaddasAla）樹下に住され、そこで、他の諸象に悩ま

された象の奉仕を受けた。その後、釈尊は跋陀婆羅より舎衛城・祇園精舎におられる時に、事を知っ

たコーサンビーの人々が比丘への供養を止めてしまった。反省した比丘らがやってきて、舎利弗、

摩訶波闍波提、給孤独、毘舎　母、阿難が、釈尊に彼らへの処遇を尋ねた。ウパーリはどんな場合

に挙罪してよいかと質問した。

○十誦律「倶舎彌法」（大正23　p.214 上）：佛在倶舎弥。爾時有一比丘。犯可悔過罪。諸比丘憐愍。

欲益利安楽故。語其過罪。教令如法悔過。是比丘言。我不知所犯。既不知。当見何罪。云何懺悔。

……（p.215 中）佛在倶舎弥。爾時倶舎弥比丘。喜闘諍相言。佛爾時教化是諸比丘。汝等莫闘諍相

言。何以故。用瞋恨者不滅瞋恨。唯忍辱力乃能滅之。是中有比丘。白佛言。世尊法王。且置。彼人

悩我云何不報。爾時世尊小却不遠。作是念。我今得離常喜闘諍相言相罵倶舎弥比丘所行威儀法則。

広説長寿王経已。即従座起往支提国。漸漸遊行到舎衛国。

釈尊がコーサンビー（倶舎弥）におられた時、ある比丘の行ないについてそれが罪であるか否か

をめぐってそこの比丘衆に破僧が起こった。釈尊は長寿王経（内容が省略されている）を説き終え

ると座から起って、支提（Ceti）国に往いて、それから舎衛城に至られた。事を知ったコーサンビー
の人々が比丘への供養を止めてしまったので、反省した比丘らは舎衛城の釈尊のところに赴いた。

舎利弗、目連、阿那律、難提、金毘羅、摩訶波闍波提等比丘尼ら、波斯匿王、須達多等の大居士た

ち、末利夫人等の居士婦たちが、釈尊にコーサンビーの比丘らに対する処遇を尋ねた。

＊ただしパーリレッヤカに赴く記事はない。「支提国」がパーリレッヤカと対応する可能性につい

ては本「モノグラフ」第６号【論文 5】-【3】-［8-5］参照。

○MUlasarvAstivAdavinaya KauSAmbavastu（Gilgit Manuskripts ed. by Nalinaksha Dutt, vol. Ⅲ　, 
part 2, First edition, Srinagar, 1942, Second edition, Delhi, 1984, p.173）：釈尊がコーシャーン
ビーのゴーシラ園（GhoXilArAma）にいた時、ヴァイシャーリーの諸比丘がコーシャーンビーに来て

いて、コーシャーンビーの比丘らとの間に「水瓶が空であるのを見たものは、水を満たしてあった

場所に置いておくか、守寺師に水瓶が空であることを告げるべきである。自分で満たしもせず、守
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寺師に告げもしなかったら、その人は配慮が足りない。配慮が足りないので、我々はその人に波逸

提の罪を宣告するだろう」という決まりをめぐって不和が生じる。調停できなかった釈尊は、コー

シャーンビーから舎衛城、祇園精舎へ赴かれる。ここではこの争いは 12年間つづいたとされ、和解

も 12年後に舎衛城でなされる。コーシャーンビーの比丘らに対する処遇を尋ねるのは、阿難、マハー

プラジャーパティー・ガウタミー、アナータピンダダ。

☆JAtaka-A.428‘KosambI-j.’（vol.Ⅲ　p.486）：上記 Vinayaの記事の要約。ただしコーサンビー
の破僧のきっかけとなる事件を詳細に出し、またパーリレッヤカ滞在の期間を３ヶ月（temAsaM）

とする。

☆『大荘厳論経』（大正 04　p.304 上）：復次瞋恚因縁佛不能諫。是故智者應斷瞋恚。我昔曾聞。拘

　彌比丘以鬥諍故分爲二部。縁其鬥諍各競道理經歴多時。……于時如來聞斯語已即捨此處。離十二

由旬在娑羅林一樹下坐作是思惟。我今離拘　彌鬥諍比丘。爾時有一象王避諸群象來在樹下。

　《11》マハーナーマンが遊行に出る直前の釈尊のもとを訪れる。

　　　〔カピラ城・ニグローダ園〕

　A.マハーナーマンが釈尊に優婆塞がどのように病優婆塞を慰めるべきかを訊ね、釈尊から

説法を受ける。

<11-1>SN.055-054（vol.Ⅴ　　p.408）：ある時、世尊は釈迦国・カピラ城・ニグローダ園
に お ら れ た （ ekaM samayam bhagavA sakkesu viharati kapilavatthusmiM 

nigrodhArAme ④）。　その時、多くの比丘が世尊のために作衣を行っていた ⑧。　〔雨安居
の〕３ヶ月が過ぎて衣が出来上がれば、世尊は遊行にでられるのだと言って（tena kho 

pana samayena sambahulA bhikkhU bhagavato cIvarakammaM karonti niTThitacIvaro 

bhagavA temAsaccayena  cArikam  pakkamissatI ti）。釈迦族のマハーナーマンがそれ

を聞き、釈尊のもとに至り、智慧ある優婆塞がどのようにして病にかかった智慧ある優

婆塞を慰めるべきかを訊ねる。

　　〔参考〕

○雑阿含 1122（大正 02　p.297 下）：如是我聞。一時佛住迦毘羅衞國尼拘律園中。時有衆多釋氏集

論議堂、作如是論議。時有釋氏語釋氏難提、我有時得詣如來恭敬供養、有時不得。有時得親近供養

知識比丘、有時不得。又復不知有諸智慧優婆塞。有餘智慧優婆塞、智慧優婆夷、疾病困苦。復云何

教化教誡説法。今當共往詣世尊所問如此義、如世尊教當受奉行。爾時難提與諸釋氏。倶詣佛所。

＊対告衆がマハーナーマンではなく、難提である。作衣の記事なし。

　B.釈尊がマハーナーマンに五法を説く。

<11-2>AN.011-002-012（vol.Ⅴ　　p.328）：ある時、世尊は釈迦国・カピラ城・ニグロー
ダ 園におられた（ ekaM samayaM bhagavA sakkesu viharati kapilavatthusmiM 

nigrodhArAme ④）。　その時、多くの比丘が世尊のために作衣を行っていた ⑧。　〔雨安居
の〕３ヶ月が過ぎて衣が出来上がれば世尊は遊行に出発されるであろうと言って（tena 

kho pana samayena sambahulA bhikkhU bhagavato cIvarakammaM karonti

‘niTThitacIvaro bhagavA temAsaccayena  cArikaM  pakkamissatI’ti）。釈迦族のマハー

ナーマンがそれを聞き、釈尊のもとに至る。釈尊が五法を具える人が六念を成就するこ

とを説かれる。信ある人（saddha）、精進を起こした人（AraddhavIriya）、念の現前す

る人（upaTThitassati）、定のある人（samAhita）、智慧ある人（paJJava）が六念（仏・

法・僧・戒・捨・天）を成就する。
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<11-3>雑阿含 932（大正02p.238 ④中）：如是我聞。一時佛住迦毘羅衞國尼拘律園中。　時

有衆多比丘集於食堂、爲世尊縫衣。時釋氏摩訶男聞衆多比丘集於食堂、爲世尊縫衣 ①、　
世尊不久三月安居訖、作衣竟、持衣鉢人間遊行。聞已往詣佛所、稽首佛足退坐一面、白

佛言。世尊、我四體不攝、迷於四方、聞法悉忘。以聞衆多比丘集於食堂、爲世尊縫衣、

世尊不久安居訖、作衣竟、持衣鉢人間遊行。是故我今思惟。何時當復得見世尊、及諸知

識比丘。佛告摩訶男。汝正使見世尊、不見世尊。見諸知識比丘、及與不見。但當念於五

法精勤修習。

<11-4>別訳雑阿含 157（大正02p.433 ①中）：　爾時世尊、在迦毘羅衞國尼拘陀林、夏坐安

居 ④。　爾時衆多比丘、於夏欲末、在講堂中、爲佛縫衣。諸比丘等、縫衣已訖、作是思惟。
我等於今、縫衣已竟。當逐佛遊行。時釋摩男、聞諸比丘、縫衣已訖、欲隨佛遊行、聞斯

語已、即往佛所、稽首禮足、在一面坐、而白佛言。世尊、我今身心甚爲重鈍、迷於諸方。

雖復聽法、心不甘樂。所以者何。我聞諸比丘等、縫衣已竟、當隨佛遊行。即生念言。何

時當復還見世尊及以修心。諸比丘等。佛告之曰。我及比丘、雖去餘處、汝若恒欲見於如

來及比丘者、應以法眼至心觀察。常修五事。

　C.釈尊がマハーナーマンに六法を説く。

<11-5>AN.011-002-013（vol.Ⅴ　　p.332）：ある時、世尊は釈迦国・カピラ城・ニグロー
ダ 園におられた（ ekaM samayaM bhagavA sakkesu viharati kapilavatthusmiM 

nigrodhArAme ④）。その時、釈迦族のマハーナーマンは病み上がりであった。　その時、

多くの比丘が世尊のために作衣を行っていた ⑧。　〔雨安居の〕３ヶ月が過ぎて衣が出来
上がれば世尊は遊行に出発されるであろうと言って（ tena kho pana samayena 

sambahulA bhikkhU bhagavato cIvarakammaM karonti ‘ niTThitacIvaro bhagavA 

temAsaccayena cArikaM pakkamissatI’ti）。マハーナーマンがそれを聞き、釈尊のもと

に至る。釈尊が信、発勤、繋念、定、慧、六念を説かれる。

<11-6>雑阿含 933（大正02p.238 ④下）：如是我聞。一時佛住迦毘羅衞國尼拘律園中。　時

有衆多比丘集於食堂、爲世尊縫衣 ①。時釋氏摩訶男聞、諸比丘集於食堂爲世尊縫衣、　世

尊不久安居訖、作衣竟、持衣鉢人間遊行。聞已詣佛所、稽首禮足退坐一面、白佛言。世

尊、我今四體不攝迷於四方、先所聞法今悉忘失。以聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣、乃

至人間遊行、我作是念。何時當復得見世尊及諸知識比丘。佛告摩訶男、汝見如來不見如

來、見諸比丘不見諸比丘。且汝常當勤修六法何等爲六。正信爲本。戒・施・聞・空・慧

以爲根本。非不智慧。是故摩訶男。依此六法已於上増修六隨念。念如來事。乃至念天。

如是十二種念成就。

　《12》イシダッタとプラーナが雨安居を終えた釈尊から説法を受ける。

　　　〔舎衛城（・祇園精舎）〕

<12-1>SN.055-006（vol.Ⅴ　　p.348）：舎衛城にて（sAvatthi nidAnaM ④）。　その時、多

くの比丘が世尊のために作衣を行っていた ⑧。　〔雨安居の〕３ヶ月が過ぎて衣が出来上
がれば世尊は遊行に出発されるであろうと言って（tena kho pana samayena sambahulA 

bhikkhU bhagavato cIvarakammam karonti niTThitacIvaro bhagavA temAsaccayena 

cArikam pakkamissatI ti）。イシダッタ（Isidatta）とプラーナ（PurANa）の２人の大工
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はサードゥカ（SAdhuka）村にいたが、〔雨安居の〕３ヶ月が過ぎて釈尊が遊行に出ら

れることを聞いて見張りをたて、出発した釈尊が通りかかると出迎えて、「釈尊がコー

サラ・舎衛城から遠ざかることを聞けば憂いを生じ、釈尊が舎衛城に近づいて来られる

ことを聞けばうれしい」と語って説法を受ける。

<12-2>雑阿含 859（大正 02　p.218 ①下）：如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。　前

三月結夏安居 ④。如前説。差別者、時有長者、名梨師達多及富蘭那、兄弟二人、　聞衆多

比丘集於食堂、爲世尊縫衣。如上難提修多羅廣説。

＊「如上難提修多羅広説」とある。

<12-3>雑阿含 860（大正 02　p.218 ①下）：如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。　前

三月結夏安居竟 ④。　衆多比丘集於食堂、爲世尊縫衣。時有長者梨師達多及富蘭那、兄弟
二人。

　《13》雨安居の終わりに舎利弗がある比丘に非難される。

　　　〔舎衛城・祇園精舎〕

<13-1>AN.009-002-011（vol.Ⅳ　　p.373）：ある時、世尊は舎衛城・祇園精舎におられた
（ekaM samayaM bhagavA sAvatthiyaM viharati jetavane anAthapiNDikassa ArAme）。

①　それから舎利弗長老が世尊に近づいて……このように言った「大徳よ、舎衛城での雨
安居を終えたので私は遊行に出ようと思います」（atha kho AyasmA sAriputto ...... 

bhagavantaM etad avoca‘vuttho me bhante sAvatthiyaM vassAvAso, icchAmF ahaM 

bhante janapadacArikaM pakkamitun’ti.）。舎利弗が出発してまもなく、ある比丘が

「舎利弗は私を叱責して、謝らずに遊行に出てしまった」と釈尊に告げる。釈尊は舎利

弗を呼び戻させ、目連と阿難に諸比丘を集めさせる。舎利弗は皆の前で自らの潔白を述

べる。

<13-2>中阿含 024「師子吼経」（大正 01　p.452中）：我聞如是。一時佛遊舍衛國、在勝

①林給孤獨園。　爾時世尊與大比丘衆倶於舍衛國而受夏坐 ③。　尊者舍梨子亦遊舍衛國而受
夏坐。於是尊者舍梨子舍衞國受夏坐訖。過三月已補治衣竟。攝衣持鉢往詣佛所、稽首禮

①足却坐一面白曰。　世尊、我於舍衛國受夏坐訖。世尊、我欲遊行人間。

<13-3>増一阿含037-006（大正02　p.712下）：聞如是。一時佛在舍衞國、祇樹給孤獨園。

①爾時尊者舍利弗、往詣世尊所、頭面禮足在一面坐。　爾時舍利弗白世尊言。我今以在舍

衞城夏坐、意欲人間遊化。

　《14》ヤソージャが500人の比丘とともに舎衛城に至るが、騒々しくして、釈尊に

よって追放され、ヴァッグムダー河畔で雨安居に入る。

　　　〔舎衛城（・祇園精舎）〕

<14-1>UdAna003-003（p.024）：ある時、世尊は舎衛城・祇園精舎におられた（ekaM 

samayaM bhagavA sAvatthiyaM viharati jetavane anAthapiNDikassa ArAme ⑥）。　その

時、ヤソージャをはじめとする500 人の比丘が釈尊を拝するために舎衛城に至った（1）

（tena kho pana samayena yasojappamukhAni paJcamattAni bhikkhusatAni sAvatthiM 

anuppattAni honti bhagavantaM dassanAya）。彼らが騒々しくしたために釈尊は阿難
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③に言ってヤソージャらを呼び寄せ、彼らを追放する。　彼ら〔ヤソージャをはじめとす

る〕諸比丘は……ヴァッジへ遊行に出て、ヴァッジ国を遊行しつつ、ヴァッグムダー河

畔 に草庵を作り雨安居に入った（ te bhikkhU ...... yena vajjI tena cArikaM 

pakkamiMsu, vajjIsu anupubbena cArikaJ caramAnA ...... vaggumudAya nadiyA tIre 

paNNakutiyo karitvA vassaM upagacchiMsu）。彼らはこの間に三明を得る。釈尊は随意

の間舎衛城に住した後、ヴェーサーリーへ赴いて大林重閣講堂に住される。釈尊は阿難

に言ってヴァッグムダー河畔のヤソージャらを呼び寄せる。

（1 ⑥）文脈から　が適用できる。

<14-2>十誦律「雑法」（大正23　p.288 ⑥下）：佛在舎衛国。　爾時長老耶舎、與五百比丘、

従　薩羅、来至舎衛国、欲安居。……佛語阿難。汝往語耶舍等五百人言、汝等作大聲故

驅、汝等不得舍衞國安居。阿難受教、往語耶舍言、汝等作大聲故世尊驅。汝等不得舍衞

③國安居。　爾時耶舍等五百人、即往婆求摩河邊聚落中安居。

＊これに続いて黙然を聴すなど様々な規則が定められる記事がある。釈尊が耶舎らを呼び寄せる記

事なし。

　《15》ヴェーランジャ・バラモンが優婆塞になる。釈尊がヴェーランジャーで馬麦

を食して雨安居を過ごされる。

　　　〔ヴェーランジャー〕

<15-1>Vinaya‘PArAjika001’（vol.Ⅲ　　p.001 ①）：　ある時、仏・世尊はヴェーランジャー

のナレール・プチマンダ樹下に500人の大比丘僧伽とともに住された（tena samayena 

buddho bhagavA veraJjAyaM viharati naLerupucimandamUle mahatA bhikkhu- 

saMghena saddhiM paJcamattehi bhikkhusatehi）。ヴェーランジャ・バラモンが釈尊

との問答の末に優婆塞となり、「私のためにゴータマは比丘僧伽とともにヴェーランジャー

にて雨安居をしてください（ adhivAsetu ca me bhavaM gotamo veraJjAyaM 

vassAvAsaM saddhiM bhikkhusaMghena）」と釈尊に請う。

その時、ヴェーランジャーは飢饉で食が得難く、釈尊も諸比丘も北路の馬商人から得た

馬の飼料である麦を食される。目連が大地をひっくりかえして、またはウッタラクルに

行って食事を得ることを提案するが釈尊はそれを拒まれる。舎利弗が波羅提木叉の誦出

を請うが未だ比丘に有漏法が生じていないことを理由に拒まれる。雨安居を終わってヴェー

ランジャ・バラモンに暇乞いし、翌日の供養を受けて、遊行に出られる。

<15-2>四分律「波羅夷 001」（大正 22　p.568 ①下）：　爾時佛遊蘇羅婆国、與大比丘衆五

百人倶、漸漸遊行至毘蘭若、即於彼宿那隣羅浜洲曼陀羅樹下。……爾時毘蘭若婆羅門、

即往世尊所、到已共相問訊在一面坐。時世尊無数方便為説法開化令得歓喜。聞佛説法得

歓喜已、即白佛言。世尊、唯見哀愍当受我請、及比丘僧三月夏安居。時世尊及比丘僧黙

然受請。

<15-3>四分律「捨堕028」（大正22　p.630 ①中）：　爾時佛在毘蘭若夏安居。佛告阿難。

釈尊がヴェーランジャ（毘蘭若）婆羅門の請いに応じてヴェーランジャー（毘蘭若）で

の雨安居を過ごし終えて、彼の請食を受け、夏衣を受くることを聴される。六群比丘が

衣時を過ぎて蓄える。「七月十五日以前に特施衣を受け、衣時を過ぎれば捨堕」。
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＊釈尊が雨安居を終わってヴェーランジャ・バラモンに暇乞いし、翌日の供養を受けて、遊行に出

られる場面からの記述。

<15-4>五分律「波羅夷 001」（大正 22　p.001 ①上）：　佛在須頼婆國、與大比丘衆五百人

倶、詣毘蘭若邑住林樹下。其邑有婆羅門、名毘蘭若。……爾時世尊、爲説妙法示教利喜。

聞法歡悦即白佛言。願佛及僧、受我安居三月供養。……佛乃受之。

<15-5>十誦律「波夜提 044」（大正 23　p.098 ①中）：　佛在舎衛国。爾時毘羅然国、有婆

羅門王、名阿耆達。以因縁故、向舎衛国、宿一居士舎。……聞已出居士舎、往詣祇桓。

爾時佛與無量百千萬衆囲繞説法。阿耆達王、遥見佛在林間。……前詣佛所問訊畢一面坐。

佛見坐已、種種因縁説法示教利喜。示教利喜已黙然。時阿耆達。聞佛説法示教利喜已白

佛言。世尊、願佛及僧受我毘羅然国夏安居一時。……佛作是念。我先世果報必応当受。

作是念已黙然受請。

<15-6>十誦律「医薬法」（大正23　p.187 ①中）：　佛故在舎衛国。毘羅然国、有婆羅門王、

字阿耆達。是王有小因縁事、来到舎衛国。……即従坐起偏袒着衣合掌白佛。願受我請夏

坐一時并比丘僧。

ヴェーランジャー（毘羅然）国の王、阿耆達は祇園精舎におられる釈尊に会いに行き、

雨安居に招く。それに応えて釈尊は500人の大衆とともにヴェーランジャー国に至られ

る。そこには精舎が無く、城北の勝葉波という名の林にとどまられる。舎利弗は阿牟末

迦山で、その他の諸比丘はヴェーランジャー国で雨安居を過ごす。波羅奈国人の馬子が

比丘等の飢餓するのを知って馬麥を給する。一女が請われないのに馬麥で乾飯を作る。

<15-7>根本有部律「薬事」（大正 24　p.045 ①上）：　爾時世尊、於勇軍聚落、人間遊行、

至　闌底城。在練木樹下而住。時此城中、有婆羅門、名曰火授。……厳駕出城往詣佛所。

以種種善言、慰問世尊、却坐一面。爾時世尊即為彼王、説微妙法、示教利喜、黙然而住。

時火授王即従坐起、偏袒右肩右膝着地、合掌向佛、而白佛言。唯願世尊及　芻衆、受我

三月雨安居四事供養飲食湯薬衣服臥具。爾時世尊黙然受彼火授王請。

※僧祇律「波羅夷 001」（大正 22　p.229 上）は序分にヴェーランジャーの話を出さず、舎衛城に

おいて舎利弗が釈尊に波羅提木叉の誦出を請う。<15-1><15-2><15-4>では、舎利弗がヴェーラ

ンジャーで釈尊に波羅提木叉の誦出を願う。

〔参考〕

○AN.008-002-011（vol.Ⅳ　　p.172）：釈尊がヴェーランジャー・ナレールプチマンダ樹下におられ
た時、問答の末、ヴェーランジャ・バラモンが優婆塞になる。

＊雨安居に言及せず、馬麦を食す記事もなく、ヴァーランジャ・バラモンが優婆塞になるという点

のみが一致。

☆JAtaka-A.430‘Cullasuka-j.’（vol.Ⅲ　　p.495）：釈尊が祇園精舎におられた時に、諸比丘がヴェー
ランジャーにおいて釈尊が植物の根の粉末と水の少量だけで（patthamUlakapiTThodakena）３ヶ月

を過ごされたことについて語り合っているところに釈尊が来て、前生を物語られる。

　《16》ダニヤ陶師子がレンガで房舎を作る。第二波羅夷（盗戒）の因縁

　　　〔王舎城（・耆闍崛山）〕

<16-1>Vinaya‘PArAjika002’（vol.Ⅲ　　p.041）：その時、仏・世尊は王舎城・耆闍崛山
におられた（tena samayena buddho bhagavA rAjagahe viharati gijjhakUTe pabbate）。

③　その時、多くの比丘がイシギリ山腹に草屋を作って雨安居に入った（tena kho pana 

原始仏教聖典における釈尊の雨安居記事



samayena sambahulA ...... bhikkhU isigilipasse tiNakuTiyo karitvA vassaM upa- 

gacchiMsu）。長老ダニヤ陶工子も雨安居に入った（AyasmApi dhaniyo kumbhakAra- 

putto ...... vassaM upagaJchi）。それから諸比丘は雨安居を過ごし、３ヶ月が過ぎてか

ら遊行に出たが、ダニヤ陶工子はそこで雨安居を過ごし、冬も夏もそこにとどまった

（ atha kho te bhikkhU vassaM vutthA temasaccayena ...... janapadacArikaM 

pakkamiMsu, AyasmA pana dhaniyo kumbhakAraputto tatthF eva vassaM vasi tattha 

hemantaM tattha gimhaM）。

<16-2>十誦律「波羅夷 002」（大正 23　p.003 ③中）：佛在王舎城。　爾時衆多比丘共一処

安居。……作是舎已嘱諸比丘。二月遊行乞索。

〔参考〕

○四分律「波羅夷 002」（大正 22　p.572 中）：爾時世尊、遊羅閲城耆闍崛山中。時羅閲城中、有比

丘字檀尼迦陶師子、在閑静処止一草屋。彼比丘入村乞食、後有取薪人破其草屋持帰。

○五分律「波羅夷 002」（大正 22　p.005 中）：佛在王舎城。爾時有比丘、名達尼迦、是陶家子。於

乙羅山作草菴住。至時持鉢入城乞食。取樵人於後輒壊其菴持材木去、食後還已復更治之。如是至三。

……佛在耆闍崛山、遥見其屋種種刻画色赤厳好、問阿難言。彼是何屋。阿難白佛。是達尼迦身力所

作。

○僧祇律「波羅夷 002」（大正 22　p.238 上）：佛住王舍城。廣説如上。……爾時世尊雨後天晴於耆

闇崛山側往來經行。

＊下線部は雨期であることを示している可能性があるが、不確定に過ぎる。

○根本有部律「波羅市迦 002」（大正 23　p.635 下）：佛在王舎城羯闌鐸迦池竹林園中。時有但尼迦

　芻、先是陶師之子、於阿蘭若草室中住。時但尼迦入王舎城、於可行処次第乞食。時此城中牧牛羊

人取薪草人、正道活命、邪道活命人。　芻去後打破其室取草木去。

　《17》アッサジとプナッバスがキターギリで悪行を行い、ある比丘がカーシ国で雨

安居を過ごしてからキターギリにやってきてそれを見て、舎衛国に帰った時に

釈尊に報告する。汚家擯謗違諫戒の因縁

　　　〔舎衛城・祇園精舎〕

<17-1>Vinaya‘SaMghAdisesa013’（vol.Ⅲ　　p.179）：その時、仏・世尊は舎衛城・祇園
精舎におられた（ tena samayena buddho bhagavA sAvatthiyaM viharati jetavane 

anAthapiNDikassa ArAme）。その時、アッサジとプナッバスという悪比丘がキターギリ

⑦村で悪行のかぎりを尽くしていた。　その時、ある比丘がカーシで雨安居を過ごし、世

尊に会うために舎衛城に赴く途中、キターギリ村に至った（tena kho pana samayena 

aJJataro bhikkhu kAsIsu vassaM vuttho sAvatthiM gacchanto bhagavantaM 

dassanAya yena kiTAgiri tad avasari）。彼はそこで２人の行状を聞いて、これを祇園精

舎に至り釈尊に報告する。

客比丘と親しく挨拶を交わすのは諸仏・世尊の常法である（AciNNaM kho panF etaM 

buddhAnaM bhagavantAnaM Agantukehi bhikkhUhi saddhiM paTisammodituM）。それ

⑫から世尊はその比丘にこう言われた。「　比丘よ、がまんできるか。元気にしているか。

労苦なくやって来られたか。汝は、比丘よ、どこからやってきたのだ」（atha kho 

bhagavA taM bhikkhuM etad avoca: kacci bhikkhu khamanIyaM, kacci yApanIyaM, 

kacci appakilamathena addhAnaM Agato, kuto ca tvaM bhikkhu Agacchasi）。釈尊は
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舎利弗と目連をアッサジとプナッバスのもとに遣わせたが、彼ら２人は罪を認めないば

かりか、却って罵り誹謗して還俗してしまう。「村や町に住んで俗家を汚して悪行を行

じ、３度諫めても捨てなければ僧残」。

<17-2>Vinaya‘Kammakkhandhaka’（vol.Ⅱ　　p.009 ⑦⑫）：　　梗概は上に同じ。釈尊が

「駆出羯磨」を制定されて舎利弗・目連にこれを実施させる。

<17-3>四分律「僧残 012」（大正 22　p.596下）：爾時佛在舎衛国祇樹給孤独園。時　連

有二比丘、一名阿湿婆、二名富那婆娑、在　連行悪行汚他家。……（p.597上）時有衆多

比丘従迦尸国漸漸遊行至　連止宿。……時諸比丘即從　連往至舍衞城到世尊所、頭面禮

⑫足在一面坐。爾時世尊慰問客比丘言。　汝等住止安樂不、衆僧和合不、不以飮食爲苦耶。

釈尊が舎衛城・祇園精舎におられた時、阿湿婆と富那婆娑という２人の比丘が　連にお

いて悪行を行っていた。多くの比丘が迦尸国から　連を経て舎衛城に行き、釈尊にこれ

を告げる。釈尊に命じられて、舎利弗と目連が五百人の比丘とともに迦尸国より遊行し

て　連に至り（1）、２人の比丘に擯羯磨を行う。「俗家を汚し悪行を行じて、３度諫めて

も捨てなければ僧残」。

（1）「爾時舍利弗目連、聞佛教已、即從坐起禮佛足遶三匝而去。舍利弗目連、著衣持鉢與五百大比

丘衆倶、從迦尸國遊行至　連」（p.597 中）とあるも、舎利弗と目連は舎衛城から出発しなけ

れば文意が通じない。

<17-4>四分律「訶責　度」（大正 22　p.890 ⑫中）：　梗概は上に同じ。ただし釈尊が「擯

白四羯磨」を制定される。

<17-5>十誦律「僧残012」（大正23　p.026中）：佛在舎衛国。爾時黒山土地、有二比丘。

名馬宿満宿、在此処住、作悪行汚他家。皆見皆聞皆知。……爾時阿難、従迦尸国来、向

舎衛城。到黒山邑宿。……阿難以種種因縁説法示教利喜已、從座起去、向自房舍。隨所

受臥具。還付舊比丘、持衣鉢遊行、向舍衞國漸到佛所、頭面禮足在一面立。諸佛常法。

⑫有客比丘來、以如是語問訊。忍不足不、安樂住不、道路不疲、乞食不乏。　佛以如是語

問訊阿難。忍不足不、安樂住不、道路不乏耶、乞食不難耶。

釈尊が舎衛城におられた時、黒山土地においてアッサジ（馬宿）とプナッバス（満宿）

の２人の比丘が悪行をなす。阿難が迦夷国から舎衛城に向かう途中この村へ寄り、この

村の憂樓伽という賢者が二比丘の悪行を告げる。阿難は舎衛国に到って釈尊に報告し、

釈尊は阿難に黒山邑に行って２人の比丘のために駆出羯磨を与えるように指示される。

「俗家を汚し悪行を行じて駆出羯磨されて、なおも固執すれば僧残」。

〔参考〕

○五分律「僧残 013」（大正 22　p.021 下）：佛在舍衞城。爾時吉羅邑有二比丘。一名　髀二名分那

婆。薮行惡行汚他家。作種種非威儀事。……時五百比丘威儀具足。從迦夷國來到此邑。……時舍利

弗目連。亦從迦夷來向此邑。

釈尊が舎衛城におられた時、吉羅邑でアッサジ（　髀）とプナッバス（分那婆）の２人の比丘が

しばしば悪行をなす。迦夷国よりこの村へ来た舎利弗と目連に、この村の富闍と優樓伽という２人

の優婆塞が二比丘の悪行を釈尊に伝えて欲しい旨を告げる。舎利弗と目連は舎衛城にいる釈尊に報

告し、釈尊は阿難に吉羅邑に行って２人の比丘のために駆出羯磨を作すように指示される。駆出羯

磨をなしても２人は去らない。「俗家を汚し悪行を行じて駆出羯磨されて、なおも固執すれば僧残」。

○十誦律「般茶盧伽法」（大正 23　p.223 上）：佛在舎衛国。爾時黒山国土。有馬宿満宿二比丘。汚

他家行悪行。汚他家皆見皆聞皆知。行悪行亦見亦聞亦知。……作如是種種悪不浄事。諸比丘以是事
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白佛。佛語諸比丘。汝等與馬宿満宿比丘作駆出羯磨。

釈尊が舎衞国におられた時、黒山聚落に馬宿と満宿という２人の比丘があり、数々の悪行を行っ

ていた。諸比丘がそれを告げ、釈尊は訶責して「駆出羯磨」を制定される。

○僧祇律「僧残 013」（大正 22　p.286 下）：佛住舍衞城。廣説如上。時六群比丘於迦尸黒山聚落。

釈尊が舎衛城におられた時、六群比丘が迦尸の黒山聚落で諸の非威儀事をなす。黒山聚落の諸の

優婆塞は舎衛城にいる釈尊のもとへ行って訴える。釈尊は阿難に命じて三十比丘とともに黒山聚落

へ向かわせ、六群比丘のために駆出羯磨を行わせる。聚落に到って三十比丘が加わり六十の比丘と

なる。三文陀達多と摩醯沙達多は王道聚落へ逃走し、闡陀と迦留陀夷は阿難一行を一由旬迎えに出

て懺悔し受け入れられる。残る２人（馬師・満宿）は４人の比丘が許されたのを不服として、駆出

羯磨を受け入れない。阿難は舎衛城に戻ってそのことを世尊に伝える。釈尊は六群比丘を呼んで呵

責し、六群比丘と闡陀比丘の本生譚を説かれる。「俗家を汚し悪行を行じて駆出羯磨されて、なお

も固執すれば僧残」。

○僧祇律「雑誦跋渠法」（大正 22　p.424 上）佛住舍衞城。爾時馬宿比丘自高自用諍訟相言。諸比丘

諌言。長老馬宿比丘莫諍訟相言。如是一諌不止、二諌三諌不止。諸比丘以是因縁、往白世尊。佛告

諸比丘。……佛告諸比丘。五法成就諍訟更起。僧應與作折伏羯磨。……（p.424 下）佛住舍衞城。

爾時馬宿比丘作折伏羯磨已、不隨順行、所應行事而不行、所應捨事而不捨。諸比丘以是因縁、往白

世尊。……僧應與作不共語羯磨。

○根本有部律「僧伽伐尸沙 012」（大正 23　p.705 上）：佛在室羅伐城逝多林給孤独園。時　　山有

三　芻。一名阿湿薄迦。二名補捺伐素。三名半豆盧　得迦。作汚家法行悪行。……爾時具寿阿難陀。

於迦尸国人間遊行。次至　　山住。

釈尊が舎衛城 ･祇園精舎におられた時、阿湿薄迦、補捺伐素、半豆廬　得迦の 3人の比丘が　　

山で悪行を行う。阿難は迦尸国を遊行し　　山にやって来て乞食するが得られない。諸の婆羅門・

居士五百人が集まるところで理由を尋ねて３人の悪行を聞く。阿難陀は舎衛城の給園へ行き、釈尊

に報告する。釈尊は阿難に、六十比丘とともに　　山に行って阿湿薄迦と補捺伐素のために駆遺羯

磨を作すように指示される。阿難一行は　　山で駆遺羯磨を作しおわって、舎衛城の釈尊のもとへ

戻る。阿湿薄迦らは、この羯磨の際に駆者と不駆者があったと不服を言う。「俗家を汚し悪行を行

じて駆出羯磨されて、なおも固執すれば僧残」。

　《18》釈尊の独坐中にウパセーナが到来し、釈尊が阿蘭若住者・乞食者・糞掃衣者

に仏に随意に会うことを許す。

　　　〔舎衛城・祇園精舎〕

<18-1>Vinaya‘Nissaggiya015’（vol.Ⅲ　　p.230）：その時、仏・世尊は舎衛城・祇園精
舎におられた（ tena samayena buddho bhagavA sAvatthiyaM viharati jetavane 

anAthapiNDikassa ArAme ⑧）。　その時、世尊は諸比丘に呼びかけた「諸比丘よ、私は３ヶ

月間独坐しようと思う」（ atha kho bhagavA bhikkhU Amantesi: icchAmF ahaM 

bhikkhave temAsaM paTisalliyituM）。釈尊は食事を運ぶ者以外が近づくことを禁じら

れる。舎衛城の僧は「３ヶ月の間に釈尊の許に行く者は波逸提」と規約（katikA）を作

る。そこに阿蘭若住者・乞食者・糞掃衣者であるウパセーナ・ヴァンガンタプッタ

（Upasena VaGgantaputta ⑫）が諸衆を率いて釈尊のもとに至る。　客比丘と親しく挨拶

を交わすのは諸仏・世尊の常法である（ AciNNaM kho panF etaM buddhAnaM 

bhagavantAnaM Agantukehi bhikkhUhi saddhiM paTisammodituM）。釈尊はウパセー

ナに「がまんできるか。元気にしているか。労苦なくやって来られたか」（kacci vo 
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upasena khamanIyaM, kacci yApanIyaM, kacci Fttha appakilamathena addhAnaM AgatA）

と声をかけ、阿蘭若住者・乞食者・糞掃衣者が随意に来て仏に会うことを許される。諸

比丘はこれを聞いて自分の敷具を捨てて釈尊に見えんとする。釈尊はこれを見て「古い

敷具から一仏磔手を取り入れずに新しい敷具を作れば捨堕（不貼坐具戒）」と制戒され

る。

※他の律では「不貼坐具戒」に関して異なる因縁譚を挙げる。四分律「捨堕 015」（大正 22　

p.616 下）；五分律「捨堕 025」（大正 22　p.035 下）；十誦律「尼薩耆 015」（大正 23　

p.049 中）；僧祇律「尼薩耆波夜提 015」（大正 22　p.309 上）；根本有部律「泥薩祇波逸底迦

015」（大正 23　p.737 上）

<18-2>十誦律「尼薩耆 003」（大正 23　p.041 ①上）：　佛在舎衛国、與大比丘衆安居。爾

時諸比丘多得布施衣畜。佛欲制諸比丘多畜衣故、語安居比丘。我欲制諸比丘多畜衣故、

⑧語安居比丘。　我欲四月燕坐。令諸比丘不得来至我所。除一送食比丘及布薩。諸安居比

丘受佛教。……爾時長老優波斯那。與多比丘衆五百人倶。皆阿練児。……従　薩羅遊行

到舎衛国。時多比丘祇桓門間経行。

<18-3>根本有部律「泥薩祇波逸底迦 005」（大正 23　p.722中）：爾時世尊在室羅伐城逝

①多林中。……　爾時世尊告諸　芻曰。汝等当知、我欲於此夏安居、三月之内宴黙而住。

勿令　芻輒来見我。除一　芻為我請食者。除長浄日。……爾時世尊於三月内宴默而住。

無一　芻輒得見佛。除請食人及長淨日。時有　芻、名曰小軍、於王舍城作前三月安居。

佛於室羅伐城作後月安居。是時小軍三月滿已、隨意事了并作衣竟、執持衣鉢順杜多行、

與諸門徒端嚴整肅往室羅伐城。……世尊常法、見客　芻来、歓言慰問。汝従何至、何処

安居。佛見小軍、歓言慰問。汝従何至、何処安居。

〔参考〕

☆JAtaka-A.300‘Vaka-j.’（vol.Ⅱ　　p.449）：釈尊が舎衛城・祇園精舎におられた時、ウパセーナ
が法臘２歳で法臘１歳の弟子を連れて釈尊のもとに至り、釈尊から非難されて去る。その後、阿羅

漢になり 13頭陀を修し、釈尊が３ヶ月の独坐に入っておられる時にやって来て、上記 Vinayaの記
事に続く。

＊ウパセーナが法臘２歳で法臘１歳の弟子を連れて来る記事については【4】-《35》参照。

　《19》遠地に行く大臣がその前に安居施を行おうとしたが、雨安居時にあたり比丘

が拒む。過前受急施衣過後畜戒の因縁

　　　〔舎衛城（・祇園精舎）〕

<19-1>Vinaya‘Nissaggiya028’（vol.Ⅲ　　p.260）：その時、仏・世尊は舎衛城・祇園精
舎におられた（ tena samayena buddho bhagavA sAvatthiyaM viharati jetavane 

anAthapiNDikassa ArAme）。ある大臣が国外に行くことになり、諸比丘のもとに使者を

③遣わして、　「諸大徳よ、おいでください。安居施を布施したいのです（Agacchantu 

bhaddantA vassAvAsikaM dassAmi ③）」と言う。諸比丘は、　「雨安居に入った比丘に世

尊は安居施を許しておられない」（ vassaM vutthAnaM bhagavatA vassAvAsikaM 

anuJJAtaM）と言って受けない。大臣は「これから戦に行く身で、生死が分らないのに」

と非難し、これを聞いた諸比丘が釈尊に告げると、釈尊は特施衣（accekacIvara）を受け

て蓄えることを許される。
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その時、阿難が房舎を巡回して特施衣が衣時を過ぎても蓄えられているのを知り、諸比

丘を非難して釈尊に報告する。「７月15日以前に特施衣を得ればこれを受領して衣時ま

で蓄えるべし。これを過ぎれば捨堕」。

③＊少なくとも安居施を請われた諸比丘は雨安居に入っている。よって　の表現様式が適用できる。

<19-2>四分律「捨堕 028」（大正 22　p.630中）：爾時佛在毘蘭若夏安居。佛告阿難。汝

往語毘蘭若婆羅門。我受汝夏安居訖今欲人間遊行。……

（p.630下）時六群比丘聞世尊聽受夏衣。春夏冬一切時常乞衣。安居未竟亦乞衣亦受衣。

時跋難陀釋子在一處安居竟。聞異處夏安居比丘大得利養衣。即往彼安居處。問諸人言。

所得夏安居衣爲分未耶。答言未。持來我與汝分。復更至餘處如是非一。皆問言。汝得安

居衣分未耶。答言未。持來我與汝分。……

（p.631上）爾時世尊在舎衛国。時波斯匿王境内人民有反叛者。時王遣二大臣、名利師

③達多富羅那、王敕使征。時二大臣作是念。我等今当征、未知為得還不。　我等常衆僧夏

安居竟為僧設食及施衣。今者安居未竟。寧可辧食具并諸衣物。如安居法施僧衣耶。

釈尊がヴェーランジャ（毘蘭若）婆羅門の請に応じてヴェーランジャー（毘蘭若）での

雨安居を終える。釈尊が彼の請食を受け、夏衣を受けることを聴される（1）。

六群比丘が一切時に衣を乞う。雨安居の終らないうちに衣を乞う。

ウパナンダ釈子が雨安居のあと各地の精舎を廻って衣の配分を求める。

反逆者の討伐に出征する２人の大臣が安居施を行おうとする。

（1）<15-3>に既出。

<19-3>五分律「捨堕 018」（大正 22　p.033中）：佛在舍衞城。爾時六群比丘到估客村。

估客言。長老住此安居。我等行還當施安居物。六群比丘言。欲令我住便可施我。我安居

中作衣。安居竟著問訊佛。……爾時波斯匿王邊境有賊。違（遣？）乙師達多富蘭那往討

伐之。二人共議。我等今行或能沒命、當共出物供養比丘。即持財物詣比丘所語言。我今

③討賊、恐不得還、以此物施、願爲受之。　諸比丘作是念。世尊不聽我等安居内受安居施。

不知云何。以是白佛。

<19-4>十誦律「尼薩耆027」（大正23　p.057中）：佛在舎衛国。爾時舎衛估客遊諸聚落。

……諸比丘夏初月、分是物去、餘処安居。……佛以是事集比丘僧。佛以種種因縁呵責。

云何名比丘、夏初月分安居物。佛爾時但呵責未結戒

（p.057下）佛又在舎衛国。……（p.058 ①中）闘将即往佛所。……白佛言。　世尊、受

我等請舎衛国夏安居。憐愍故佛黙然受之。……爾時餘十日在、未到自恣。波斯匿王復有

小国反叛、即復遣先闘将往、以前破賊。是故今復使汝等往。是諸闘将聞已愁憂。何苦乃

爾。先闘因縁殆而得脱。今復往者或能失命。……到祇陀林中打　槌、諸比丘言。何以打

③耶。鬪將答言。諸大徳集、我以此衣布施衆僧。　諸比丘言。佛不聽我等未自恣夏月内分

安居衣。

釈尊が舎衛国におられた時、達摩提那比丘尼が波斯匿王の闘将千人を教化する。波斯匿

王が小国の反叛で闘将らを征伐に派遣する。凱旋してから闘将らが釈尊を舎衛国での雨

安居に招く。自恣に到る十日前に再び小国の反叛があり、闘将らが再度の出征の前に安

居施をしようとする。「七月十五日以前に特施衣を受け、衣時を過ぎれば捨堕」。

<19-5>僧祇律「尼薩耆波夜提 028」（大正 22　p.321 ③下）：佛住舍衞城。廣説如上。　時
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六群比丘在一聚落夏安居。初安居時、晨朝著入聚落衣。捉紙筆入聚落中。……

（p.322上）復次佛住舍衞城。爾時波斯匿王大臣名彌尼刹利叛逆。王遣一大臣名仙人達

多、往討伐之。此大臣臨欲行時、往到尊者阿難所、白言尊者。波斯匿王大臣叛逆。王今

遣我往伐。方向強敵身命難保。我常年年安居竟、飯僧施衣。我今爲官所使不得待。時欲

①先施衣得安隱、還者後當施食。　尊者阿難。即以上事具白世尊。佛知而故問阿難。汝安

居餘有幾日在。答言十日。

六群比丘が優婆塞に呼びかけて安居衣を求める。「安居未だ訖らざるに、先に安居衣を

求むることを得ず」と制す。

釈尊が舎衛城におられた時、波斯匿王の大臣・仙人達多が反叛者の彌尼刹利を王の命で

討伐することになる。彼は雨安居の終わる十日前に衣を布施したいと言う。「七月十五

日以前に特施衣を受け、衣時を過ぎれば捨堕」。

<19-6>根本有部律「泥薩祇波逸底迦 026」（大正 23　p.750下）：佛在室羅伐城給孤独園

逝多林。……

（p.752c）時勝軍王有二将帥。一名善剣、二名善弓。当爾之時善剣持兵出師他処。是時

彼婦與外私通。近彼家辺有空閑処。法與求地遂便至此。……（p.754a ①）　時彼諸人蒙斯
教已、皆往逝多林、請佛及僧。於三月夏安居内、有所須者悉皆供給。於日日中毎於食前

供養三寶。於食後時聽聞妙法。……我等宜可奉彼夏衣從軍而去。即持衣物往逝多林。于

時世尊宴默而坐。諸人持物詣　芻所。白言聖者。我等被使往伐邊隅。於彼戰亡難期再入。

此是夏中施物幸爲受之。時諸　芻報言。賢首。大師世尊已制學處。不許我等夏内分衣。

我不敢受。

釈尊が舎衛城・祇園精舎におられた時、ある聚落に一人の長者がいて、阿練若に寺を造

り60人の比丘を住まわせて四事供養をしていたが、病に罹り亡くなり供養が途絶え、そ

の寺が無比丘になる。やがてこの土地出身の２人の年老の比丘がこの寺に住し、北方の

商主60人の比丘僧伽への供養の申し出があって、老比丘は舎衛城の祇園へ行き、六群比

丘と彼らの各々10人の弟子を連れて来る。彼らは前安居の１ヶ月で食べ物を食いつくし、

衣も分配して舎衛城に帰って後雨安居に入る。戻って来た商人らは彼らの所行を非難す

る（未制戒）。

法與比丘尼が鹿子母毘舎　に比丘尼寺の造立を依頼する。また土地は勝鬘夫人を介して

勝軍王から中宮を修造して使うことを許可されるが、彼女は王の将帥である善剣の家の

近くの空閑処に造寺することにして、毘舎　に比丘尼寺を造立してもらう。また彼女は

この寺に住して善剣の婦人を教化し、婦人は優婆夷となる。この影響で善剣も仏教に深

く傾倒し、一度目の出征から帰った後に３ヶ月の雨安居中に仏・僧を供養する。２度目

の出征には僧伽に安居衣を寄進しようとする。ところが諸比丘が「釈尊は夏中に衣を分

けることを許可されていないから」と断ると、彼は「雨安居を終わるまで保管して分け

るように」と言って房中に置いて去る。「施衣時まで蓄え、これを過ぎて蓄えれば捨堕」。

　《20》釈尊が舎衛城・祇園精舎におられた時、カッティカ賊が比丘を襲う。有難蘭

君離衣戒の因縁

　　　〔舎衛城（・祇園精舎）〕

原始仏教聖典における釈尊の雨安居記事



<20-1>Vinaya‘Nissaggiya029’（vol.Ⅲ　　p.262）：その時、仏・世尊は舎衛城・祇園精
舎におられた（tena samayena buddho bhagavA sAvatthiyaM viharati jetavane anA- 

thapiNDikassa ArAme ③）。　その時、諸比丘は雨安居を過ごし終わって阿蘭若住処に住し

ていた（ tena kho pana samayena bhikkhU vutthavassA AraJJakesu senAsanesu 

viharanti ⑪）。　カッティカ賊が比丘は財を持っているとして襲った（kattikacorakA 

bhikkhU laddhalAbhAF ti paripAtenti）。釈尊は「阿練若に住す者は三衣のうち一衣を村

落の民家に預け置くことを許す」と制戒される。そこで諸比丘は三衣のうち一衣を民家

に預け、６夜を過ぎても預けたままだったので、衣が失われたり、破れたり、鼠にかじ

られてボロボロとなったりした。「雨安居を終えて８月15日までは盗賊の危険があるの

で、三衣うちの一衣を民家に預けてもよい。ただし６夜に限る。これを過ぎれば捨堕」。

<20-2>四分律「捨堕 029」（大正22p.632 ③上）：爾時佛在舎衛国祇樹給孤独園。　諸比丘

夏安居訖 ⑪、　後迦提一月満在阿蘭若処住。時多有賊劫奪比丘衣鉢坐具針筒什物、兼打撲
諸比丘。

<20-3>五分律「捨堕016」（大正22　p.031 ⑪下）：佛在舍衞城。　爾時有八月賊。

<20-4>僧祇律「尼薩耆波夜提 029」（大正 22　p.323 ③上）：佛住舎衛城。　爾時諸比丘阿

練若処、夏安居。諸比丘時到入聚落乞食後、放牛羊人、取薪草人、持戸鈎来開諸比丘房

戸。偸衣物。時諸比丘畏偸故。尽持衣物入聚落。……

復次佛住舍衞城祇　 ③精舍。　沙祇國夏安居中衆僧有諍事起。如法滅。佛語優波離。汝往

沙祇國與。衆僧如法滅此諍事。……

釈尊が舎衛城におられた時、諸比丘が阿練若で雨安居し、乞食に出ている間に衣物が盗

まれる。

釈尊が舎衛城におられた時、サーケータ（沙祇）国で雨安居中の僧伽に争議が起きる。

釈尊はウパーリに「争議を解決するように」と命じるが、彼は「僧伽梨が重く、しかも

雨安居中に置いていけば捨堕となる」と言う。……釈尊は「６日なら衣を離してもよい」

と告げる。ところが彼がサーケータ国に行くと、２日間では治まりそうにもないことが

分かり、戻って釈尊に報告する。釈尊は彼に１ヶ月間の不失衣宿羯磨を行われた後、諸

比丘に「衣を盗まれる恐れがあるときには、家の内に置くことを許す。因縁事があれば

６夜を限って許す。これを過ぎれば、羯磨を除いて捨堕」と制戒される。

＊雨安居であるということは一致するが、因縁譚は異なる。

<20-5>根本有部律「泥薩祇波逸底迦 029」（大正 23　p.755上）：爾時薄伽梵在室羅伐城

③逝多林給孤独園。去斯不遠有一聚落。彼有長者……彼為僧伽造一住処。……　於此住処

請六十　芻。夏安居已随意而去。……是時復有六十　芻人間遊行。届斯聚落……是時長

者手執香鑪。於上座前白大衆曰。……願見哀愍於此夏安居。諸　芻告長者曰。法主世尊

今現在室羅伐城。

釈尊が舎衛城･祇園精舎におられた時、舎衛城近くの聚落にいた長者が寺を造って、60

人の比丘を招き、雨安居を過ごさせる。その比丘らが去った後も、この寺に守護人を置

いて管理させた。長者は他の60人の比丘を寺に住まわせたが、雨安居を過ごさせた後に

も、手厚く供養し続けたので、彼らはそのまま居座る。これを知ったカッティカ賊は比

丘らが14日の布薩を行っている隙に、村人を装って寺に入り、財物を盗む。そこで比丘
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らは舎衛城にいる諸比丘のもとを訪れ、衣などを調達する。こうした種々の因縁を以て、

釈尊が「盗難の恐れがあるときには、村の民家に預けてよい。ただし６夜を限る。これ

を過ぎれば、捨堕」と制戒される。

〔参考〕

○十誦律「尼薩耆026」（大正23　p.057 上）：佛在舎衛国。爾時長老毘訶比丘、留僧伽梨安陀林中、

著上下衣入城乞食、後失僧伽梨、還覓不得、向諸比丘説。……諸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘

僧。

　《21》六群比丘が雨安居に入るために、精舎を修理していた諸比丘を追い出す。牽

他出房戒の因縁

　　　〔舎衛城（・祇園精舎）〕

<21-1>Vinaya‘PAcittiya017’（vol.Ⅳ　　p.044）：その時、仏・世尊は舎衛城・祇園精舎
に お ら れ た （ tena samayena buddho bhagavA sAvatthiyaM viharati jetavane 

anAthapiNDikassa ArAme ⑭）。　その時、十七群比丘がある辺地の大精舎を「ここで我々

は 雨安居 を 過 ごそう 」 といって修理していた（ tena kho pana samayena 

sattarasavaggiyA bhikkhU aJJataraM paccantimaM mahAvihAraM paTisaMkharonti,

‘idha mayaM vassaM vasissAmA’ti）。その十七群比丘を、六群比丘がやって来て

「この精舎は私たちのものである」と言って無理矢理追い出してしまう。「僧伽の精舎

から追い出せば波逸提」。

<21-2>十誦律「波夜提 016」（大正 23　p.078 ⑥中）：佛在舎衛国。　爾時長老耶舎、與五

百眷属倶、来向舎衛国欲安居。時諸比丘皆作安居先事。謂塞壁孔罅。……爾時六群比丘

懈惰不作。遥見他作便生是念。我等上座。須彼作竟受臥具已。当於後入随上座駆起。

釈尊が舎衞国におられた時、長老耶舎が 500人の眷族とともに舎衞国で安居に入ろう

として房舎を修理する。六群比丘は怠けてそれを行わず、上座であることを理由に彼ら

を追い出す。波逸提。

<21-3>十誦律「臥具法」（大正 23　p.245 ⑭中）：爾時佛次第到舎衛国。　諸比丘欲安居。

先作本事。泥塗壁孔及土　。

釈尊が舎衞国に到った時、六群比丘は諸比丘がここで雨安居を過ごそうと思って修理し

ているのを知って、修理が終わったら上座であることを理由に取り上げようとした。

〔参考〕

◎Vinaya‘SenAsanakkhandhaka’（vol.Ⅱ　　p.166）：十七群比丘が大精舎の一角を修理してそこで
雨安居を過ごそうと考えた。六群比丘はそれを横取りした。「比丘を僧伽の精舎より引きだすべか

らず」。

○四分律「単提 017」（大正 22　p.645 下）：爾時佛在舎衛国祇樹給孤独園。爾時六群比丘及十七群

比丘、在拘薩羅曠野道中行至小住処。

釈尊が舎衞国・祇園精舎におられた時、六群比丘が十七群比丘と共に拘薩羅国の曠野を遊行して

いてある狭い住処に至り、十七群比丘は先に寺に入り、房舎を掃除して坐具を整える。そこへ後か

ら入って来た六群比丘が「上座であるから」と言って彼らを房舎から追い出す。

○五分律「堕 016」（大正 22　p.043 中）：佛在舍衞城。爾時十七群比丘新作房舍。六群比丘後來語

舊住比丘言。爲我次第開房。舊比丘問。汝樂何者。答言。我樂十七群比丘所作新屋。便差與之。六

群比丘即到其所語言汝出去。我等當於中住。十七群比丘言。此房幸大自可共住。
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十七群比丘が新しく房舎を作り、そこへ六群比丘がやってきて共住し、十七群比丘に自分たちの

悪行を気づかれてしまうことを恐れて、強引に追い出す。波逸提。

○僧祇律「単提 016」（大正 22　p.343 上）：佛住舍衞城。廣説如上。時有客比丘、來到六群比丘房

裏。……復次尊者難陀是優波難陀兄難陀共行。弟子乃至驅出房。

釈尊が舎衛城におられた時、客比丘がやって来て六群比丘の房舎の裏に住もうとする。六群比丘

は彼らを追い出す。ナンダ（兄）とウパナンダ（弟）の兄弟が弟子を房から追いだす。波逸提。

○根本有部律「波逸底迦 016」（大正 23　p.785 下）：爾時佛在室羅伐城逝多林給孤独園。爾時具寿

　陀夷。至彼衆多少年　芻処。勧喩之曰。汝等共我人間遊行。降伏他宗自獲名称。汝等所欲読誦禅

思。及衣食利皆令無闕。

釈尊が舎衛城 ･祇園精舎におられた時、ウダーインが少年比丘を遊行に誘う。少年比丘らは各々

自分の師がとめるのも聞かず、ウダーインと遊行に出る。ある聚落の寺に至り、ウダーインは寺の

用事を避けて、少年比丘らを先に行かせて様子を窺う。少年比丘らは夜になってもウダーインが来

ないので、先に房で休んでいた。そこへ彼がやって来て、彼らを寺から追い出す。少年比丘らは露

地で夜を明かす。

　《22》作衣にとりかかっていたウダーインが、比丘尼に請われて衣を縫う。与非親

尼作衣戒の因縁

　　　〔舎衛城・祇園精舎〕

<22-1>Vinaya‘PAcittiya026’（vol.Ⅳ　　p.060）：その時、仏・世尊は舎衛城・祇園精舎
に お ら れ た （ tena samayena buddho bhagavA sAvatthiyaM viharati jetavane 

anAthapiNDikassa ArAme ④）。　その時、ウダーイン長老が作衣にとりかかった（tena 

kho pana samayena AyasmA udAyi paTTho hoti cIvarakammaM kAtuM）。ある比丘尼

に請われて衣を縫い、色美しく染めたうえに男女交合の像を作る。人々はこの衣を着た

比丘尼を見て非難する。「非親里の比丘尼の為に衣を縫えば、波逸提」。

<22-2>四分律「単提 025」（大正 22　p.651 ④上）：爾時佛在舎衛国祇樹給孤独園。　爾時

有比丘尼欲作僧伽梨、以作衣故来至僧伽藍中、語尊者迦留陀夷。大徳、我持此衣財欲作

僧伽梨。願尊者與我作。

釈尊が舎衛城・祇園精舎におられた時、比丘尼が迦留陀夷のもとにやって来て、「これ

で衣を作って欲しい」と依頼する。そこで彼は彼女の為に衣を縫い、男女婬欲を行う像

を作る。

<22-3>五分律「堕 027」（大正 22　p.047 ④下）：佛在舎衛城。　爾時有一少知識比丘尼、

得未成衣不知自作、語諸比丘尼言。我不知作衣。願為作之。諸比丘尼言。姉妹、我多事

不得作。可往比丘衆中問。有憐愍心者、必為汝作。即往比丘衆中言。……復詣長老優陀

夷白之如上。優陀夷言。我能作耳。莫数数来催。随我意作。当為汝作。答言。随長老意。

於是優陀夷取衣裁縫。

釈尊が舎衛城におられた時、一人の年少比丘尼が衣料を得たが、衣の作り方を知らなかっ

た。優陀夷が作ってやり、男女交合の像を作る。摩訶波闍波提比丘尼はこれを知って釈

尊に報告する。

<22-4>十誦律「波夜提 027」（大正 23　p.084中）：佛在舎衛国。爾時迦留陀夷、與掘多

④比丘尼旧相識。数数共語親善狎習。　是掘多比丘尼有衣応割截作。是比丘尼語迦留陀夷。

大徳、能為我割截作是衣不。答言留置。即留便去。
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釈尊が舎衛城におられた時、迦留陀夷は旧識の掘多比丘尼のために衣を縫い、男女交合

の像を作る。

<22-5>僧祇律「単提 029」（大正 22　p.349 ④下）：佛住舎衛城広説如上。　爾時善生比丘

尼、是尊者優陀夷本二、持衣財與優陀夷言。尊者、為我作衣。優陀夷即受為作衣竟。作

男女和合像作已、襞畳置箱中與比丘尼。比丘尼得已持還精舎。

釈尊が舎衛城におられた時、優陀夷の元の妻、善生比丘尼が衣料を得て、優陀夷に衣を

作ってもらう。優陀夷は男女交合の像を作る。摩訶波闍波提比丘尼はこれを知って釈尊

に報告する。

<22-6>根本有部律「波逸底迦 025」（大正 23　p.805中）：爾時薄伽梵、在室羅伐城逝多

林給孤獨園。時笈多　 ④芻尼五衣破壞。多有餘衣。　便作是念。誰當爲我刺作大衣。

釈尊が舎衛城 ･祇園精舎におられた時、グッター（笈多）比丘尼は五衣が破れたので大

衣を作ろうとしてウダーインに頼む。十二群比丘尼にも頼まれるのではと躊躇したが、

笈多に怨まれたくないので作る。六群比丘がひやかす。男女交合の像を作ったので、マ

ハーパジャーパティー・ゴータミー（喬答彌大世主）はこれを知って釈尊に報告する。

　《23》トゥッラナンダー比丘尼が非時衣として布施された布を時衣として分配して

しまう。

　　　（比丘尼）非時衣戒の因縁

　　　〔舎衛城（・祇園精舎）〕

<23-1>Vinaya‘（BhikkhunI）Nissaggiya002’（vol.Ⅳ　　p.245）：その時、仏・世尊は
舎衛城・祇園精舎におられた（tena samayena buddho bhagavA sAvatthiyaM viharati 

jetavane anAthapiNDikassa ArAme ⑦）。　その時、多くの比丘尼が村中の住処において雨

安居を過ごし終わり舎衛城に到った（tena kho pana samayena sambahulA bhikkhuniyo 

gAmakAvAse vassaM vutthA sAvatthiM agamaMsu）。優婆塞らが彼女らの衣がいたん

でいるのを見て非時衣（akAlacIvara　現前僧が受けられる衣）を布施するが、トゥッラ

ナンダー比丘尼が「迦　那衣式が行われたからこれは時衣（kAlacIvara　安居僧だけが受

けられる布施）だ」と言って衣を分配してしまう。これを見た優婆塞は非難する。「い

かなる比丘尼も、非時衣を時衣として分配すれば捨堕」。

<23-2>十誦律「（比丘尼）捨堕 020」（大正 23　p.313中）：佛在舎衛国。爾時有善比丘

⑪尼是旧。助調達比丘尼是客。是住処得布施衣、安居僧応分。旧比丘尼言。　是夏末後月。

是住処受迦　那衣此是時衣、安居僧応分。助調達比丘尼言。汝等不善知、雖夏末月受迦

　那衣。此是非時衣。現前僧応分。爾時助調達比丘尼。時衣作非時衣分。

助提婆達多比丘尼が先住比丘で、善比丘尼が客であった時、現前僧伽で分かつべき衣を

得る。客比丘尼が「この衣を分配しよう」と言ったが、彼女らは「この衣は時衣である

から安居僧で分つべし」と主張して、非時衣を時衣として分配した。釈尊は二部の僧伽

を集め、「非時衣を時衣として分ければ捨堕」。

〔参考〕

○四分律「（比丘尼）捨堕 027」（大正 22　p.732 下）：爾時婆伽婆、在舎衛国祇樹給孤独園。時六

群比丘尼以非時衣受作時衣。諸比丘尼見語言。世尊許比丘尼畜五衣。此衣是誰衣。答言是我等時衣。
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即語言妹今是時非時。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀楽学戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云

何汝等。以非時衣受作時衣。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。

六群比丘尼が非時衣を時衣とした。これを見た諸比丘尼が「釈尊は比丘尼に五衣を許されたが、

この衣は誰のか」と尋ねると、六群比丘尼が「私たちの時衣である」と答えた。これを聞いた少欲

知足の比丘尼が「今は非時である」と非難する。「比丘尼が非時衣を時衣とすれば捨堕」。

◎五分律「（比丘尼）捨堕 020」（大正 22　p.084 上）：爾時諸比丘尼非時衣作時衣受。諸客比丘尼

便不能得衣。諸長老比丘尼見、種種訶責以事白佛。

○根本有部律「（比丘尼）捨堕 022、023」（大正 23　p.964 上）：縁処同前（室羅伐城）。佛令諸

尼応捨羯恥那衣。時吐羅尼非時欲捨。……云何羯恥那衣時。謂従八月十六日終至正月半。除此皆是

非時。

縁処同前。如世尊教、令諸　芻尼依時応捨羯恥那衣。吐羅難陀独不肯捨。同前有過。

※パーリ律のいうように迦　那衣式がなされたとすれば、時衣の布施は雨安居後の５ヶ月まであり

える。ここで〔参考〕に挙げた諸資料は釈尊の雨安居記事にはならない。

　《24》トゥッラナンダー比丘尼が雨安居中に他比丘尼に房を譲り、後で追い出す。

（比丘尼）牽他出房戒の因縁

　　　〔舎衛城・祇園精舎〕

<24-1>Vinaya‘（BhikkhunI）PAcittiya035’（vol.Ⅳ　　p.292）：その時、仏 ･世尊は舎
衛城・祇園精舎におられた（tena samayena buddho bhagavA sAvatthiyaM viharati 

jetavane anAthapiNDikassa ArAme ③）。　その時、バッダー・カーピラーニーはサーケー

タにおいて雨安居に入った（tena kho pana samayena bhaddA kApilAnI sAkete vassaM 

upagatA hoti）。トゥッラナンダー比丘尼が房を与えるというので舎衛城に移る。しか

しトゥッラナンダー比丘尼はバッダー・カーピラーニーが尊敬を受けたので嫉妬して追

い出してしまう。「房を与えた後追い出すと波逸提」。

<24-2>四分律「（比丘尼）単提 094」（大正 22　p.745下）：爾時婆伽婆。在舎衛国祇樹

③給孤独園。　時偸羅難陀比丘尼安居。初聴餘比丘尼在房中敷床。安居中瞋恚挽床駆出時。

彼比丘尼慚愧懼失宿即便休道。

釈尊が舎衛城・祇園精舎におられた時、トゥッラナンダー比丘尼は雨安居に入り、初め

は他の比丘尼にも房にいることを許したが、後で怒って追い出し住むところをなくさせ

た。「波逸提」。

<24-3>僧祇律「（比丘尼）波逸提 136」（大正 22　p.542 ③下）：佛住舎衛城。　爾時偸蘭

難陀語樹提言。此間安居。即往檀越家歎誉。樹提比丘尼賢善持戒汝当供養。於是樹提威

儀庠序。挙動視瞻不失儀法。見已生歓喜心。乃至後嫌訶悩触。

釈尊が舎衛城におられた時、トゥッラナンダー比丘尼は樹提比丘尼と一緒に雨安居に入

り、後に悩ませた。「波逸提」。

〔参考〕

◎五分律「（比丘尼）堕 167」（大正 22　p.096 下）：爾時差摩比丘尼來至舍衞城。旃荼修摩那比丘

尼以精舍借令住止。差摩得慈心三昧、有大威徳、眷屬成就。旃荼弟子皆共尊重、並欲隨逐。旃荼覺

之便瞋罵言。我以精舍借汝令住。反更誘人弟子。諸長老比丘尼聞種種呵責。

差摩比丘尼が舎衛城にやって来て、旃荼修摩那比丘尼の精舎を借りて住した。差摩比丘尼は慈心

三昧を得ていて旃荼修摩那比丘尼の弟子たちの尊敬を集めてしまったので、旃荼修摩那比丘尼が差

摩比丘尼を追い出そうとした。「先に精舎に住まわせておいて後に誹謗すると波逸提」。
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○十誦律「（比丘尼）波夜提 086」（大正 23　p.320 中）：佛在舎衛国。爾時偸蘭難陀比丘尼悪性喜

瞋。諸善比丘尼善比丘尼不喜共住。誑一無智比丘尼言。汝来共我住。諸所須物我当與汝。是比丘尼

答言。可爾。

釈尊が舎衛国におられた時、トゥッラナンダー比丘尼は性格が良くなかったので誰も一緒に住も

うとしなかった。無知な比丘尼に必要なものは何でもあげるからと言って一緒に住まわせ、足を揉

め、腰を揉めと言って困らせ、断ると追い出した。その比丘尼は老病だったので、そこで死んでし

まった。「波逸提」。

　《25》比丘尼が比丘のいないところで雨安居を過ごし、教誨を受けられなかった。

（比丘尼）無比丘住處安居戒の因縁

　　　〔舎衛城（・祇園精舎）〕

<25-1>Vinaya‘（BhikkhunI）PAcittiya056’（vol.Ⅳ　　p.313）：その時、仏 ･世尊は舎
衛城・祇園精舎におられた（tena samayena buddho bhagavA sAvatthiyaM viharati 

jetavane anAthapiNDikassa ArAme ⑦）。　その時、多くの諸比丘尼が小村の住処で雨安居

を過した後、舎衛城に至った（ tena kho pana samayena sambahulA bhikkhuniyo 

gAmakAvAse vassaM vutthA sAvatthiM agamaMsu）。他の諸比丘尼が彼女らに「どこ

で雨安居に入ったのか。また、比丘の教誡には満足したか」と尋ねると、彼女らは比丘

がいなかったので、教誡に満足したはずがないと答える。これを聞いた少欲なる比丘尼

が「どうして比丘のいない住処で雨安居に入ったのか」と非難する。「いかなる比丘尼

も、比丘のいない住処で雨安居に入れば、波逸提」。

<25-2>四分律「（比丘尼）単提 143」（大正 22　p.766中）：爾時婆伽婆、在舎衛国祇樹

③給孤独園。　時諸比丘尼、在無比丘処夏安居。

<25-3>十誦律「（比丘尼）波夜提 149」（大正 23　p.339中）：佛在舎衛国。爾時有比丘

③尼。名修闍多。……　有一長者児、名欝多羅、旧相知識、共語共事。是児住　薩羅国鉢

多羅聚落。是比丘尼為是児故、離有比丘住処安居。

釈尊が舎衛国におられた時、修闍多比丘尼は、長者の子鬱多羅と旧知の間柄だったので、

比丘の住処から離れて鬱多羅の住んでいた鉢多羅聚落で雨安居に入った。「波逸提」。

<25-4>根本有部律「（比丘尼）波逸提128」（大正23　p.1009上）：縁処同前（室羅伐城）。

③時吐羅難陀、與尼伴遊行至一聚落。此有長者……　彼見尼衆遂前礼敬、告言。聖者、可

於此住而作安居。……諸尼受語安居過竟。

吐羅難陀比丘尼が諸比丘尼と遊行していて富裕な村で雨安居に入った。「波逸提」。

〔参考〕

◎五分律「（比丘尼）堕 091」（大正 22　p.89 上）：爾時諸比丘尼於無比丘衆処安居。便有諸疑可

応度不可応度。可與受戒不可與受戒。作衣如法不如法。於戒中有如是等種種疑。不知問誰。又為悪

人外道之所軽陵。諸長老比丘尼見種種訶責。以事白佛。

　《26》釈尊が少数の弟子を連れて南山に遊行する。10年間依止の規則を５年間に

緩和する。

　　　〔王舎城（・竹林園）〕

<26-1>Vinaya‘MahAkhandhaka’（vol.Ⅰ　　p.079 ①）：　その時、世尊は王舎城で、雨期
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も冬も夏も過ごされた（tena kho pana samayena bhagavA tatthF eva rAjagahe vassaM 

vasi, tattha hemantaM, tattha gimhaM）。人々が非難したので、釈尊は阿難に「これ

から南山に行くから、希望者を集めよ」と命じて、南山に行ってまた王舎城に戻られた。

「10年間依止すべし」という規則のために希望者が少数であったため、「聡明有能な比

丘は５年間依止すればよい」という規則を作られる。

<26-2>四分律「受戒　度」（大正 22　p.805下）：爾時世尊、遊羅閲城。時欝毘羅迦葉。

将諸徒衆捨家学道。刪若弟子将二百五十弟子捨家学道。羅閲城中有大富豪貴家子亦出家

学道。如此大衆等住羅閲城。時諸大臣自相謂言。今諸外道出家学道、春秋冬夏人間遊行。

①　此沙門釈子、聚住此間不餘処遊行。
釈尊が王舎城で、ウルヴェーラ（欝毘羅）迦葉とサンジャヤ（刪若）の弟子 250人を

出家させた後、春秋冬夏遊行に出なかった。人々が非難したため、釈尊は阿難に「これ

から南方に行くから、希望者を集めよ」と命じ、南山に行って王舎城に帰られる。「10

年間依止すべし」という規則のために希望者が少数であったため、「聡明有能な比丘は

５年間依止すればよい」という規則を作られる。

<26-3>五分律「受戒法」（大正 22　p.116中）：爾時諸比丘長住王舍城。諸居士譏呵言。

①外道尚知隨時移止。　沙門釋子樂著一處四時不動與世人何異。諸比丘以是白佛。佛告阿

難。汝可宣語諸比丘。如來今當遊行南方。

＊釈尊も遊行されなかったか否か明確でない。

<26-4>十誦律「受具足戒法」（大正 23　p.151 ①②上）：　　佛在王舎城、自恣竟欲二月南山

国土遊行。是時佛告阿難。汝語諸比丘、佛王舎城自恣竟、欲二月南山国土遊行。誰欲従

佛、若欲去者集待佛。

＊釈尊または諸比丘が一年中遊行しなかったために人々から非難が出る記事なし。ウパーリの問い

あり。

<26-5>根本有部律「出家事」（大正23　p.1032 ①上）：　佛在王舎城、羯蘭鐸迦池、竹林園。

三月坐雨安居已。時王舎城、耆宿　芻数少。年少者多。爾時世尊欲往南山、遊行人間、

告阿難陀曰。汝応告諸　芻、欲随世尊者、応修営支伐羅。

＊これのみ王舎城・竹林園とする。釈尊または諸比丘が一年中遊行しなかったために人々から非難

される記事なし。ウパーリの問いあり。

　《27》ウデーナ優婆塞が精舎を建立して僧伽を招待したが、雨安居の間待つように

言われて怒る。７日に限っての外出が許される。

　　　〔舎衛城（・祇園精舎）〕

<27-1>Vinaya‘VassupanAyikakkhandhaka’（vol.Ⅰ　p.139）：それから世尊は王舎城に
随意の間住してから、舎衛城に向けて遊行に出られ、祇園精舎に住された（atha kho 

bhagavA rAjagahe yathAbhirantaM viharitvA yena sAvatthi tena cArikaM pakkAmi. .

..... tatra sudaM bhagavA sAvatthiyaM viharati jetavane anAthapiNDikassa ArAme）。

③コーサラ国のウデーナという優婆塞が精舎を建立し、使いを遣って僧伽を招待する。　

諸比丘は「友よ、世尊は雨安居に入って後、前の3ヶ月、もしくは後の3ヶ月を住さな

いで遊行に出てはならないと定められた」（bhagavatA Avuso paJJattaM na vassaM 
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upagantvA purimaM vA temAsaM pacchimaM vA temAsaM avasitvA cArikA 

pakkamitabbA ti）と言って辞退し、ウデーナが怒る。釈尊は７日に限っての外出を許さ

れる。

<27-2>十誦律「安居法」（大正 23　p.173下）：佛在舎衛国。爾時迦夷国土有聚落、名象

力。是中有居士、字憂田、……為僧興立僧坊、遣使言。是中多有好飲食及諸衣施。長老

③来受我飲食供養。僧坊臥具施四方僧。　時諸比丘発遣使還報居士言。佛為比丘結戒。夏

中不応遊行諸国。汝莫愁悩以為憂苦。

〔参考〕

◎四分律「安居　度」（大正22　p.833 上）：爾時有檀越、請比丘言。我欲布施及房舍。彼比丘自念。

彼處遠不得即日還。佛未聽有如是因縁得去。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽受七日去。

＊ウデーナの名なし。

◎五分律「安居法」（大正22　p.129 中）：爾時舍衞城。有長者名憂陀延、信樂佛法、常供給諸比丘。

安居中爲僧作房、設入舍食欲因以房施、請左右住處諸比丘。諸比丘慚愧不受。長者便嫌訶言。

◎根本有部律「安居事」（大正 23　p.1042 中）：時衆村中、有一長者。名曰憂陀延。……是時長者

於其家内、多出衣食、別爲一庫、擬欲供養　芻僧伽。即時遣信、往詣室羅伐城。請諸　芻僧伽……

諸　芻等……各作是言。去此既遠。至暮不及迴來。世尊制我等安居。不得出界外宿。……時彼象村

側近、別有　芻、於彼安居。即便受請。既受請已、多獲衣食、三月夏安居滿已、著衣持鉢、往室羅

伐城。

象村に憂陀延という富裕な長者がおり、比丘僧伽に多くの衣食を布施しようと思った。しかしそ

こは舎衛城から三由旬離れており、一日では帰れない距離であった。他の象村の近くに住していた

比丘が請を受けて雨安居する。

　《28》釈尊が舎衛城におられた時、諸比丘が沈黙の約束をして雨安居を過ごす。自

恣　度の記事。

　　　〔舎衛城（・祇園精舎）〕

<28-1>Vinaya‘PavAraNakkhandhaka’（vol.Ⅰ　　p.157）：その時、仏・世尊は舎衛城・
祇園精舎に住しておられた（tena samayena buddho bhagavA sAvatthiyaM viharati 

jetavane anAthapiNDikassa ArAme ③）。　その時、多くの比丘がコーサラ国のある処で雨

安居に入った（tena kho pana samayena sambahulA ...... bhikkhU kosalesu janapadesu 

aJJatarasmiM AvAse vassaM upagacchiMsu）。彼らは沈黙の約束をして雨安居を過ごす。

世尊に会うために到来するのは、雨安居を過ごし終わった諸比丘の常法である

（AciNNaM kho panF etaM vassaM vuTThAnaM bhikkhUnaM bhagavantaM dassanAya 

upasaMkamituM ⑦）。　それから、彼ら雨安居を過ごし終えた諸比丘は３ヶ月の終わりに

臥坐具をたたんで、鉢と衣を持って、舎衛城にむかって出発した（atha kho te bhikkhU 

vassaM vutthA temAsaccayena senAsanaM saMsAmetvA pattacIvaraM AdAya yena 

sAvatthI tena pakkamiMsu ⑫）。彼らは舎衛城の釈尊のもとに至る。　客比丘と親しく挨

拶を交わすのは諸仏・世尊の常法である（ AciNNaM kho panF etaM buddhAnaM 

bhagavantAnaM Agantukehi bhikkhUhi saddhiM paTisammodituM ⑫）。釈尊は「　諸比

丘よ、がまんできるか。元気にしているか。和合し、相喜び、争いなく、安穏に雨安居

を過ごし、乞食に苦労がなかったか（kacci bhikkhave khamanIyaM, kacci yApanIyasM, 

kacci samaggA sammodamAnA avivadamAnA phAsukaM vassaM vasittha na ca 

piNDakena kilamittha）」と声をかけられる。「雨安居に住する諸比丘は３事に依りて自
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恣を行うことを許す」。

<28-2>四分律「自恣　度」（大正 22　p.835 ③下）：爾時佛在舎衛国祇樹給孤独園。　時有

衆多比丘、在拘薩羅国、於異住処夏安居。彼作如是念。我曹当云何得安楽住、不以飲食

為疲苦。彼作如是語。我等当共作制結安居、不得共語礼拜問訊。……結安居自恣竟、詣

舍衞國祇桓中。至佛所頭面禮足各坐一面。時世尊慰勞諸比丘。汝曹安樂不、飮食足不、

住止和合不、不以飮食爲疲苦耶。

<28-3>五分律「自恣法」（大正22　p.130 ③下）：佛在舍衞城。　爾時衆多比丘住一處安居。

⑦共議言。我等若共語者、或致増減。當共立制。勿復有言。……安居既竟。　諸佛常法。

歳二大會。往到佛所頭面禮足却坐一面。佛慰問言。汝等安居和合乞食不乏道路不疲耶。

<28-4>十誦律「自恣法」（大正 23　p.165 ③上）：佛在舎衛国。　諸比丘夏安居時、先作如

是制限。長老、我等不共語言不相問訊。是諸比丘作是制已、一処夏安居。……諸佛常法

兩時大會。春末月夏末月。春末月欲安居時、諸方國比丘來聽佛説法。心念、是法夏安居

樂。是初大會。夏末月安居訖、自恣作衣竟、持衣鉢來詣佛所。如是思惟。我久不見佛、

⑦久不見修伽陀。是第二大會。　是諸比丘是中住處。夏安居自恣作衣竟、持衣鉢往到佛所、

頭面禮畢一面坐。諸佛常法。如是語問訊客比丘。夏安居忍不足不、安樂住不、乞食不難。

⑫道路不疲耶。　今佛亦如是問訊諸比丘。夏安居忍不足不、安樂住不、乞食不難。道路不

疲耶。

<28-5>僧祇律「雑誦跋渠法」（大正 22　p.451上）：佛住舍衞城。廣説如上。爾時諸比丘

倶薩羅園遊行、見渠磨帝河邊有叢林。林中有一大空。中薩羅樹其蔭厚密。樹下平正寛博。

去聚落不遠不近。作是念。此中好可安居。如是前後人人見者皆作是念。至安居日一比丘

先至。修治空樹安置衣鉢敷草而坐。須臾復有比丘來。問言。長老。欲此安居耶。答言。

爾善好。如是相續乃至六十人。最初至者語後諸比丘言長老。盡欲此中安居耶。答言。爾

③善好。此樹中可容衣鉢。其下左右足以安居。　受安居法已復作是言。諸長老。我等當作

何法得安樂住。諸人答言。所生患惱皆由身口。既得靜處宜共默然。應立不語制。立不語

⑦制竟。　三月已還舍衞城往世尊所頭面禮足却住一面 ⑫。　佛知而故問。比丘汝何處安居。
答言某處。佛問比丘。少病少惱乞食不。苦行道如法安樂住不。答言世尊。少病少惱乞食

易得。默然樂住三月不語已別去。佛言。此是惡事。如怨家共住法。應共語

⑦復次佛住舍衞城。廣説如上。　阿那律金毘盧跋提、預在塔山安居竟還舍衞城、至佛所頭

面禮足却住一面 ⑫。　佛知而故問。何處安居。答言。某處。復問。比丘少病少惱乞食不。
苦行道如法安樂住不。答言。世尊。少病少惱乞食易得。默然樂住三月不語竟已別去。佛

言。此是惡事。如怨家共住。從今日後不聽不共語欲方便少事不語得半月至布薩日。應共

語共相問訊問事答事呪願。過布薩日續復如前。若　慢若瞋恚不共語者。越毘尼罪。自恣

法者。佛告諸比丘。從今日爲諸弟子制自恣法。

<28-6>根本有部律「随意事」（大正 23　p.1044 ①）：　爾時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨

園、三月雨安居 ③。　時有衆　芻、於餘處安居、各共立制。作如是言。諸具壽。我等安居
三月。不應言諸破戒。……制已各還舊處。如是不語、經三月滿已、補洗衣服訖、著衣持

鉢、從安居處、漸已遊行、往室羅筏城。到已各置衣鉢、洗足已、至世尊所、頭面禮足、

⑫在一面坐。　諸佛常法。客　芻來、先加慰問。汝從何來、道路安樂耶、何處安居。
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　《29》パーテッヤにいた諸比丘が舎衛城で雨安居しようと思いつつも間に合わず、

サーケータで雨安居に入る。迦　那衣の制定

　　　〔舎衛城（・祇園精舎）〕

<29-1>Vinaya‘KaThinakkhandhaka’（vol.Ⅰ　　p.253 ①）：　その時、仏・世尊は舎衛城・

祇園精舎におられた（tena samayena buddho bhagavA sAvatthiyaM viharati jetavane 

anAthapiNDikassa ArAma ⑥）。　その時、30人のパーテッヤの比丘が、入雨安居が近づい

ていたにもかかわらず、世尊に会うために舎衛城に赴き、しかし舎衛城で雨安居に入る

ことができず ③、　途中のサーケータにおいて雨安居に入った（tena kho pana samayena 

tiMsamattA pATheyyakA bhikkhU ...... sAvatthiM gacchantA bhagavantaM dassanAya 

upakaTThAya vassUpAyikAya nAsakkhiMsu sAvatthiyaM vassUpanAyikaM sambhAvetuM 

antarA magge sAkete vassaM upagacchiMsu）。「あと６由旬先に釈尊がおられるのに」

⑦と嘆いて不満の雨安居を過ごす。　それから雨安居を過ごし終えた彼ら諸比丘は 3ヶ月

の終わりに自恣を終えて舎衛城･祇園精舎の世尊のもとに至った（atha kho te bhikkhU 

vassaM vutthA temAsaccayena katAya pavAraNAya ...... yena sAvatthi jetavanaM 

anAthapiNDikassa ArAmo yena bhagavA tenF upasaMkamiMsu ⑫）。　客比丘と親しく挨

拶を交わすのは諸仏・世尊の常法である（ AciNNaM kho panF etaM buddhAnaM 

bhagavantAnaM Agantukehi bhikkhUhi saddhiM paTisammodituM ⑫）。釈尊は「　諸比

丘よ、がまんできるか。元気にしているか。和合し、相喜び、争いなく、安穏に雨安居

を過ごし、乞食に苦労がなかったか（kacci bhikkhave khamanIyaM, kacci yApanIyaM, 

kacci samaggA sammodamAnA avivadamAnA phAsukaM vassaM vasittha na ca 

piNDakena kilamittha）」と声をかけられる。彼らはサーケータからの途上、雨に降られ、

衣が濡れて疲れたと答える。「迦　那衣を受けることを許す」。

①＊文脈上、この記事は　に相当する。

<29-2>四分律「迦　那衣　度」（大正 22　p.877 ③下）：爾時世尊在舍衞國。　時有衆多比

丘、在拘薩羅國安居 ⑦、　十五日自恣竟、十六日往見世尊。彼道路値天雨、衣服皆濕僧伽
⑫梨重疲極、詣舍衞國世尊所、頭面禮足已却坐一面。　爾時世尊慰勞諸比丘言。汝等住止

和合安樂不。不以乞食爲苦。道路不疲極耶。

<29-3>五分律「捨堕 001」（大正 22　p.023上）：爾時諸比丘。若須一一衣。衆僧羯磨。

所應分物與之。時阿那律衣麁弊壞。諸比丘語言。汝衣弊壞。何不從僧取作使一日成。阿

那律言。我不敢取。恐一日不成。犯尼薩耆波逸提罪」

⑥　爾時波利邑諸比丘、來舍衞城欲後安居 ③。時到不及、　便於娑　陀邑結坐安居訖。十六

日便進佛所。道經　 ⑫水、三衣麁重極大疲極、到禮佛足却坐一面。佛問諸比丘。　安居和

合乞食不乏道路不疲耶。

阿那律は衣が破れていたが、１日で衣を作ることはできないから長衣過限戒に違反する

ことを恐れて衣を作らない。

婆利邑の諸比丘が舎衛城で後安居しようとしたが、間に合わずサーケータ（娑　陀）で

雨安居に入り、過ごし終えて後、16日に重衣を担いで、雨の中を釈尊のもとに到来し、

道中の苦労と阿那律のことを報告する。釈尊はこの２つの出来事を以て、比丘僧を集め、

諸比丘に迦　那衣法を定め、長衣過限戒を「迦　那衣を捨してより10日」と緩和する。
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<29-4>五分律「迦　那衣法」（大正 22　p.153上）：佛在舍衞城。爾時諸比丘三衣中、若

須一一衣於僧中取。時阿那律衣壞。諸比丘語言。大徳可於僧中取物作。答言。世尊不聽

畜長衣。我作不能使一日成。恐犯長衣罪。

⑦　復有波利邑衆所知識比丘、來舍衞城後安居　一宿不至於娑竭陀安居。安居竟十六日擔
⑫重衣冐泥雨至佛所頭面禮足却住一面。　世尊常法。慰問客比丘言。汝等安居和合乞食易

得道路不疲耶。……諸比丘亦以阿那律事白佛。

＊迦　那衣の制定までは上記資料とほぼ同じ。

<29-5>十誦律「迦　那衣法」（大正 23　p.206 ③下）：佛在舍衞國。　爾時諸比丘、於桑祇

陀國安居 ⑦。　過三月自恣竟、作衣畢、持衣鉢、向舍衞國。道路多雨泥水。是諸比丘以多
⑫雨泥水故、甚大疲極熱風所惱。往詣佛所頭面禮足却坐一面。　諸佛常法。有客比丘來、

以如是語勞問。忍不足不。安居樂不。乞食不乏。道路不疲耶。佛以如是語勞問諸比丘。

忍不足不。安居樂不。乞食不乏。道路不疲耶。

<29-6>根本有部律「羯恥那衣事」（大正 24　p.097中）：爾時佛在室羅筏城、逝多林給孤

⑦獨園。　時有衆多　芻、在自來城。三月坐雨安居已、各持衣鉢、詣世尊所。路逢泥雨。

⑫……漸次遊行、至室羅筏城。……至世尊處、頂禮雙足、在一面坐。　世尊常法。見客　

芻來、共相慰問。汝於何處安居而來至此。白言。世尊。我等於自來城、三月安居已、而

來至此。問言。汝等在彼安居、於三月中、得安樂住不、乞求飮食、不難得不。

　《30》王舎城において給孤独が釈尊を舎衛城における雨安居に招く。

　　　〔舎衛城・祇園精舎〕

<30-1>Vinaya‘SenAsanakkhandhaka’（vol.Ⅱ　　p.154）：給孤独長者は所用で王舎城に
来ていて、初めて「仏陀が世に出た」ことを聞き、シータ林に釈尊を訪ね、法眼浄を得

て優婆塞となる。（p.158 ⑤）　給孤独長者は釈尊に「大徳よ、世尊はどうか比丘僧伽とと
もに舎衛城での雨安居をご承認下さい（adhivAsetu me bhante bhagavA sAvatthiyaM 

vassAvAsaM saddhiM bhikkhusaMghenA）」と乞う。給孤独長者は舎衛城に帰る途中途

中で仏が世に出たことを宣伝しながら帰る。ジェータ王子の園に金を敷き詰めて園を買

い取り精舎を建てる。小空地分の金が足らなかったが、これはジェータ王子が寄進して

門屋を建てる。 

<30-2>四分律「房舎　度」（大正 22　p.938中）：爾時世尊在王舎城。舎衛国有居士名須

達多、常好給施孤窮乞児。……（p.939 ⑤上）時給孤独食、即往迦蘭陀竹園中。……　唯願

世尊、與衆僧倶受我夏安居九十日請。佛言。我已受王瓶沙請。即復白言。願受来年請。

佛言。我已受王瓶沙請。復白言。大徳、願受後年請。佛報言。若有如是処。

＊この資料は釈尊が少なくとも２回連続で王舎城で雨安居される予定にあったことを示すと同時に

後年舎衛国で雨安居されることも示している。

<30-3>五分律「臥具法」（大正 22　p.166下）：時舎衛城有長者名須達多、出三十萬金銭

與王舎城人年年来債。長者常出一由旬迎以設大饌。不復得出。……問言。汝為婚烟節会

為請王耶。答言。……佛出於世有大威徳、其諸弟子亦皆如是。我今請之故設此供。所以

不獲出相迎耳。須達多言。我亦聞有佛当出於世。……又問。今在何処。彼長者即偏露右
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肩、右膝着地右手指佛所在言。佛在彼処。須達多聞已歓喜踊躍。……即令夜明。須達多

謂日已出、起趣城門。……須達多……遥見世尊……佛為説種種妙法乃至苦集尽道、即於

⑤座上得法眼浄。見法得果已受三帰五戒、白佛言。　世尊、願佛及僧受我舎衛城夏安居。

如是三請。佛皆黙然。至第四請乃告之言。若住処無有　閙寂寞無声、諸佛乃当於中安居。

長者白佛。已解世尊。

<30-4>十誦律「臥具法」（大正 23　p.243下）：佛在王舎城。爾時舎衛国給孤独氏、有少

因縁至王舎城、宿一居士舎。是居士請佛及僧明日食。故後夜起。……給孤独氏初聞佛名。

……又問。佛今所在。答言。近在寒林、欲見随意。給孤独氏至心欲見。夜現明相、即従

舎出至大勢神門。……爾時世尊、即於経行処坐。是居士頭面礼佛足却坐一面。佛為説法

⑤示教利喜。……世尊、我心楽佛法。知我尽寿作優婆塞。　願世尊及僧、受我夏請住舎衛

国。佛知故問居士。汝字何等。答言。我字須達。供給孤独故、国人称我、為給孤独氏。

佛問須達、舎衛国有僧坊不。答言。未有世尊。佛言。若有僧坊住処、諸比丘可得来往。

若無有者、諸比丘不得往来止頓。又言。願世尊但受我請、我能為辧僧坊。令諸比丘得来

往止頓。

〔参考〕

○雑阿含 592（大正 02　p.157 中）：如是我聞。一時佛住王舍城寒林中丘塚間、時給孤獨長者有小因

縁、至王舍城、止宿長者舍。……（p.158 中）長者白佛言。世尊、在拘薩羅人間、城名舍衞。唯願

世尊、來舍衞國。我當盡壽供養衣被飮食房舍床臥、隨病湯藥。佛問長者。舍衞國有精舍不。長者白

佛。無也世尊。佛告長者。汝可於彼建立精舍、令諸比丘往來宿止。長者白佛。但使世尊來舍衞國。

我當造作精舍僧房、令諸比丘往來止住。爾時世尊默然受請。時長者知佛世尊默然受請已、從座起、

稽首佛足而去。

○別訳雑阿含 186（大正 02　p.440 中）：如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時須達多長者、有

少因縁、從舍衞國、至王舍城、詣護彌長者家。……（p.441 上）須達白言。我所出生舍衞國。唯願

世尊、往詣彼國。我當終身施設供養。佛告須達多。彼國爲有僧坊以不。須達多白佛言。世尊、但往

於彼。我當營造。使諸比丘、來往於彼。爾時如來、默然受請。時須達多、聞佛所説、并受其請、頂

禮佛足、歡喜而去。

○僧祇律「雑誦跋渠法」（大正 22　p.415 上）：佛住王舍城尸陀林中。時城中有居士、名曰欝虔。宗

室豪強財産無量、聞如來出現於世、在尸陀林中、歡喜踊躍、欲請佛及僧施設飯食、莊嚴室内灑掃塗

地時。舍衞城中有居士。名阿那　　、素與欝虔特相親友、來到其家。……（p.415 下）白佛言。世

尊、我欲還舍衞城起立精舍、請佛及僧。唯願世尊哀受我請。復願世尊遣一比丘鑑理處分。如比羅經

中廣説。乃至佛告舍利弗目連。汝等往彼觀地形勢。

○根本有部律破僧事（大正 24　p.138 中）：爾時王舍城中有一長者、請佛世尊及　芻衆於家供養。於

此之時、給孤獨長者、別有縁事至王舍城、此長者家便即止宿。……（p.139 中）長者答曰。在此北

方嬌薩羅國室羅筏城外、有邑我住彼中。唯願世尊、而受我請、詣室羅筏城、受我供養、乃至盡形、

及　芻僧伽四事供養。佛告長者曰。室羅筏城中有寺以不。長者答曰。彼城無寺。世尊告曰。彼若有

寺、僧伽應來往。彼既無寺、若爲安置。長老答曰。唯願世尊、而受我請向室羅筏城。我當造寺令　

芻衆往來安置止息思惟。世尊默然受請。是時長者知佛許已、即從座起頂禮佛足却還本處。

＊「唯願世尊、而受我請、詣室羅筏城、受我供養、乃至尽形、及　芻僧伽四事供養」の箇所の梵文

（The Gilgit Manuscript of the SaGghabhedavastu, Being the 17th and Last Section of the 
Vinaya of the MUlasarvAstivAdin,  ed. by Raniero Gnoli, part Ⅰ　, Roma, 1977, p.170.および
The Gilgit Manuscript of the S ayanAsanavastu and the AdhikaraNavastu, Being the 15th and 
16th Section of the Vinaya of the MUlasarvAstivAdin, ed. by Raniero Gnoli, Roma, 1978, 
p.018）は以下の通り。
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「世尊がどうか舎衛城においでくださいますように。私は生きているかぎり、世尊と比丘僧伽を

衣・食事・病に応じた薬・資具によって供養いたします」（Agacchatu bhagavAn SrAvastIm; 

ahaM bhagavantam upasthAsyAmi yAvajjIvaM cIvarapiNDapAtaglAnapratyayabhaiXajya 

pariXkAraiH sArdhaM bhikXusaGghena）。

☆JAtaka-A.‘NidAnakathA’（vol.Ⅰ　　p.092）：給孤独が王舎城で釈尊に会って預流果を得て翌日
の食事に仏・僧を招き、「舎衛城に来て下さるよう師（釈尊）の承認を得てから（sAvatthiM 

AgamanatthAya satthu paTiJJaM gahetvA）」舎衛城に帰って祇園精舎を建立することが記述され

ている。

※中阿含 028「教化病経」（大正 01　p.458 中）に病床の須達長者を舎利弗が見舞い、須達長者が

「我往昔時少有所爲、至王舍城寄宿一長者家……」と回想して、釈尊との出会いから祇園精舎の

建立までを物語る記事がある。そこでは（p.460 下）「世尊、願受我請於舍衞國而受夏坐及比丘衆。」

とあり雨安居に言及している。
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